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「国民生活基礎調査」より（単位：％）

区分 胃がん 大腸がん 肺がん

愛媛県 32.0 26.3 28.2

全国 33.8 27.9 26.7

愛媛県 36.2 27.3 30.5

全国 36.6 28.1 26.4

愛媛県 41.4 39.2 46.9

全国 45.8 41.4 47.5

愛媛県 43.0 43.0 51.4

全国 46.4 44.5 51.0

愛媛県 51.4（45.8） 46.9 54.2

全国 54.2（48.0） 47.8 53.4

愛媛県 55.4（46.9） 49.6 53.1

全国 53.7（47.5） 49.1 53.2 過去2年間 (過去1年間) 過去2年間 (過去1年間)

愛媛県 26.3 22.2 25.3 (23.2) (23.0)

全国 26.8 23.7 22.9 (24.7) (24.5)

愛媛県 29.9 25.8 27.9 40.3 (31.9) 39.8 (31.0)

全国 28.3 23.9 23.0 39.1 (30.6) 37.7 (28.7)

愛媛県 31.1 32.5 40.1 41.1 (30.8) 41.2 (30.5)

全国 33.8 34.5 37.4 43.4 (34.2) 42.1 (32.7)

愛媛県 32.6 36.2 40.0 40.9 (33.2) 40.7 (31.8)

全国 35.6 38.5 41.7 44.9 (36.8) 42.3 (33.7)

愛媛県 41.8（35.6） 38.0 43.5 43.8 43.3

全国 45.1（37.1） 40.9 45.6 47.4 43.7

愛媛県 41.7（33.6） 40.8 43.7 44.4 42.1

全国 43.5（36.5） 42.8 46.4 47.4 43.6

※対象年齢は40～69歳、胃がんは50～69歳（過去２年間）、子宮頸がんは20～69歳。肺、大腸がんは過去１年
間、子宮頸、乳がんは過去２年間（※（）内は過去１年間）の受診状況。
※胃がんは、R1年から50～69再までの過去２年間の受診率。（H28年までは、40～69歳までの過去１年間の受
診率）
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令和6年度 愛媛県生活習慣病予防協議会集計

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
上段 ： 全受診者数

下段 ： 国民健康保険の被保険者である受診者数

20,895 23,813 26,555 27,703 28,794

13,004 17,443 19,057 19,843 20,927

20,288 22,987 25,194 26,350 26,381

12,620 16,755 17,967 18,716 18,933

607 826 1,361 1,353 2,413

384 688 1,090 1,127 1,994

36,989 45,595 50,207 52,517 53,103

22,828 33,298 35,932 38,084 39,019

34,632 43,247 47,662 51,288 51,351

22,915 30,050 35,279 38,261 39,252

29,510 37,263 41,189 44,900 45,679

19,359 26,458 30,665 34,045 34,794

5,122 5,984 6,473 6,388 5,672

3,556 3,592 4,614 4,216 4,458

23,824 24,576 27,952 28,180 28,654

9,821 12,607 14,145 14,136 14,511

27,397 27,028 30,550 31,130 30,814

9,029 10,533 12,540 12,478 12,617

上段 ： 全受診者数／全住民数

下段 ： 国保の受診者数／国保の被保険者数

5.7 5.9 5.5 6.3 6.8

11.5 7.9 11.1 12.2 14.0

6.7 6.9 7.7 8.3 8.5

14.0 13.8 15.5 16.9 18.3

6.2 6.5 7.3 8.1 8.2

13.9 12.4 15.2 17.0 18.4

5.3 5.6 6.3 7.1 7.3

11.8 10.9 13.2 15.1 16.4

14.8 13.8 14.2 15.2 15.8

18.9 14.0 18.9 19.9 21.6

11.9 10.4 11.1 12.0 12.6

14.1 10.2 14.3 14.7 16.6

※1　松山市の妊婦健診の値は含まない。
※2　R1年度までは40歳～69歳を対象としている。（子宮頸がんは20歳～69歳）
●30年度から、検診対象数を住民全体に変更したため、受診率が低下している。
　 29年度までの対象数は「40歳以上の人口-40歳以上の就業者人口+農林水産従事者（いずれも国勢調査数）」
●前立腺がん検診は、Ｈ24年度から全市町で実施
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6.3
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73,318

肺がん検診（X線）
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34,778 35,492
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前立腺がん検診
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胃がん検診（内） 内視鏡 940 979 1,674 1,769 3,179

胃がん検診（X線）

大腸がん検診

大腸がん検診

各検診の受診者数、受診率、精検受診率及びがん発見数 

40歳～74歳（子宮頸がんは20歳～74歳）※2

胃がん検診 エックス線＋内視鏡 38,013 30,214 33,989 36,547 38,671

全年齢

受　　診　　者　　数　　（人）

受　　　診　　　率　（％）

精　検　受　診　率　（％）

が　ん　発　見　数　（人）

36,760 30,043

10.2 8.9

81.0 81.6 81.8 81.4

12 2 11 2

大腸がん検診

大腸がん検診
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※ 30年度から、検診対象者を全住民に変更したため、受診率が低下している。

受診者数（全年齢）

市町におけるがん検診の状況

受診率（全年齢）

精検受診率（全年齢）
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①男性＋②女性　胸部エックス線＋CT検査

初回 1,867 1,607 260

非初回 1,333 1,151 182

計 76,421 11,629 3,200 2,758 442 1,648 4.2 14.2

初回 1,562 1,316 246

非初回 2,005 1,738 267

計 91,405 14,182 3,567 3,054 513 1,909 3.9 13.5

初回 1,687 1,424 263

非初回 2,369 2,059 310

計 94,226 15,863 4,056 3,483 573 2,140 4.3 13.5

初回 1,473 1,249 224

非初回 2,547 2,226 321

計 83,664 16,054 4,020 3,475 545 2,322 4.8 14.5

初回 2,306 1,913 393

非初回 4,400 3,891 509

計 83,162 25,218 6,706 5,804 902 4,627 8.1 18.3

初回 3,671 2,985 686

非初回 8,595 7,616 979

計 89,254 50,394 12,266 10,601 1,665 10,472 13.7 20.8

初回 4,440 3,670 770

非初回 13,096 11,723 1,373

計 105,423 79,408 17,536 15,393 2,143 16,134 16.6 20.3

初回 3,140 2,610 530

非初回 9,874 8,977 897

計 90,729 13,014 11,587 1,427 14.3

初回 2,133 1,740 393

非初回 6,820 6,101 719

計 156,296 8,953 7,841 1,112 5.7

初回 22,279 18,514 3,765

非初回 51,039 45,482 5,557

計 870,580 212,748 73,318 63,996 9,322 39,252 8.4 18.4

※注１　①、②について、年度毎及び検診機関毎にそれぞれ別葉とする。
※注２　初回受診者は過去３年間に検診受診歴がない者、非初回受診者は過去３年間に検診受診歴がある者とする。　
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80～

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

年
齢
区
分

検
診
回
数

検
診
対
象
者
数

検
診
受
診
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数

令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合
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①男性＋②女性　胸部エックス線＋CT検査令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合

宇摩 四国中央市 54,460 11,840 2,783 2,210 573 1,593 5.1 13.5

新居浜市 73,817 16,828 5,312 5,312 0 3,088 7.2 18.4

西条市 68,275 16,176 6,471 6,471 0 2,907 9.5 18.0

今治市 101,470 24,811 4,573 4,573 0 2,538 4.5 10.2

上島町 4,520 1,237 742 736 6 267 16.4 21.6

松山市 316,359 72,526 24,314 16,037 8,277 13,477 7.7 18.6

伊予市 23,839 5,902 2,221 2,117 104 1,158 9.3 19.6

東温市 21,290 5,364 2,814 2,617 197 1,238 13.2 23.1

久万高原町 5,529 1,476 1,012 1,012 0 483 18.3 32.7

松前町 19,365 4,699 2,098 2,098 0 854 10.8 18.2

砥部町 13,714 3,411 1,331 1,166 165 668 9.7 19.6

八幡浜市 22,980 6,858 2,143 2,143 0 1,406 9.3 20.5

大洲市 27,562 7,189 2,043 2,043 0 1,065 7.4 14.8

西予市 25,674 7,177 2,889 2,889 0 1,629 11.3 22.7

内子町 10,814 2,918 1,345 1,345 0 682 12.4 23.4

伊方町 6,421 2,148 1,329 1,329 0 736 20.7 34.3

宇和島市 49,545 14,334 4,849 4,849 0 2,850 9.8 19.9

松野町 2,792 795 590 590 0 258 21.1 32.5

鬼北町 7,166 2,123 1,530 1,530 0 790 21.4 37.2

愛南町 14,988 4,936 2,929 2,929 0 1,565 19.5 31.7

合 計 870,580 212,748 73,318 63,996 9,322 39,252 8.4 18.4

新
居
浜

・
西
条

今
治

松
山

八
幡
浜
・
大
洲

宇
和
島

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

検
診
受
診
者
数

検
診
対
象
者
数

保
健
医
療
圏
域

市
町
名

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数
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①男性＋②女性　胸部エックス線検査

初回 1,730 1,483 247

非初回 1,274 1,095 179

計 76,421 11,629 3,004 2,578 426 1,535 3.9 13.2

初回 1,408 1,176 232

非初回 1,813 1,553 260

計 91,405 14,182 3,221 2,729 492 1,686 3.5 11.9

初回 1,539 1,283 256

非初回 2,120 1,819 301

計 94,226 15,863 3,659 3,102 557 1,906 3.9 12.0

初回 1,343 1,131 212

非初回 2,262 1,962 300

計 83,664 16,054 3,605 3,093 512 2,061 4.3 12.8

初回 2,043 1,689 354

非初回 3,908 3,429 479

計 83,162 25,218 5,951 5,118 833 4,087 7.2 16.2

初回 3,251 2,626 625

非初回 7,608 6,693 915

計 89,254 50,394 10,859 9,319 1,540 9,303 12.2 18.5

初回 3,911 3,218 693

非初回 11,469 10,170 1,299

計 105,423 79,408 15,380 13,388 1,992 14,216 14.6 17.9

初回 2,777 2,276 501

非初回 8,559 7,700 859

計 90,729 11,336 9,976 1,360 12.5

初回 1,899 1,520 379

非初回 6,090 5,396 694

計 156,296 7,989 6,916 1,073 5.1

初回 19,901 16,402 3,499

非初回 45,103 39,817 5,286

計 870,580 212,748 65,004 56,219 8,785 34,794 7.5 16.4

※注１　①、②について、年度毎及び検診機関毎にそれぞれ別葉とする。
※注２　初回受診者は過去３年間に検診受診歴がない者、非初回受診者は過去３年間に検診受診歴がある者とする。　

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

計

70～74

75～79

80～

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

年
齢
区
分

検
診
回
数

検
診
対
象
者
数

検
診
受
診
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数

令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合
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①男性＋②女性　胸部エックス線検査令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合

宇摩 四国中央市 54,460 11,840 2,601 2,028 573 1,524 4.8 12.9

新居浜市 73,817 16,828 5,166 5,166 0 3,004 7.0 17.9

西条市 68,275 16,176 6,471 6,471 0 2,907 9.5 18.0

今治市 101,470 24,811 2,584 2,584 0 1,485 2.5 6.0

上島町 4,520 1,237 552 546 6 199 12.2 16.1

松山市 316,359 72,526 24,059 16,037 8,022 13,354 7.6 18.4

伊予市 23,839 5,902 1,577 1,577 0 823 6.6 13.9

東温市 21,290 5,364 2,525 2,421 104 1,078 11.9 20.1

久万高原町 5,529 1,476 784 784 0 357 14.2 24.2

松前町 19,365 4,699 1,781 1,781 0 770 9.2 16.4

砥部町 13,714 3,411 950 870 80 468 6.9 13.7

八幡浜市 22,980 6,858 1,586 1,586 0 965 6.9 14.1

大洲市 27,562 7,189 1,690 1,690 0 887 6.1 12.3

西予市 25,674 7,177 2,131 2,131 0 1,189 8.3 16.6

内子町 10,814 2,918 963 963 0 498 8.9 17.1

伊方町 6,421 2,148 1,012 1,012 0 553 15.8 25.7

宇和島市 49,545 14,334 3,910 3,910 0 2,303 7.9 16.1

松野町 2,792 795 433 433 0 197 15.5 24.8

鬼北町 7,166 2,123 1,300 1,300 0 668 18.1 31.5

愛南町 14,988 4,936 2,929 2,929 0 1,565 19.5 31.7

合 計 870,580 212,748 65,004 56,219 8,785 34,794 7.5 16.4

新
居
浜

・
西
条

今
治

松
山

八
幡
浜
・
大
洲

宇
和
島

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

検
診
受
診
者
数

検
診
対
象
者
数

保
健
医
療
圏
域

市
町
名

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数
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①男性＋②女性　胸部CT線検査

初回 137 124 13

非初回 59 56 3

計 75,587 11,403 196 180 16 113 0.3 1.0

初回 154 140 14

非初回 192 185 7

計 90,205 13,935 346 325 21 223 0.4 1.6

初回 148 141 7

非初回 249 240 9

計 92,970 15,557 397 381 16 234 0.4 1.5

初回 130 118 12

非初回 285 264 21

計 82,436 15,693 415 382 33 261 0.5 1.7

初回 263 224 39

非初回 492 462 30

計 81,634 24,573 755 686 69 540 0.9 2.2

初回 420 359 61

非初回 987 923 64

計 87,446 49,147 1,407 1,282 125 1,169 1.6 2.4

初回 529 452 77

非初回 1,627 1,553 74

計 103,094 77,504 2,156 2,005 151 1,918 2.1 2.5

初回 363 334 29

非初回 1,315 1,277 38

計 89,045 1,678 1,611 67 1.9

初回 234 220 14

非初回 730 705 25

計 153,175 964 925 39 0.6

初回 2,378 2,112 266

非初回 5,936 5,665 271

計 855,592 207,812 8,314 7,777 537 4,458 1.0 2.1

※注１　①、②について、年度毎及び検診機関毎にそれぞれ別葉とする。
※注２　初回受診者は過去３年間に検診受診歴がない者、非初回受診者は過去３年間に検診受診歴がある者とする。　

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

計

70～74

75～79

80～

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

年
齢
区
分

検
診
回
数

検
診
対
象
者
数

検
診
受
診
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数

令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合
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①男性＋②女性　胸部CT線検査令和5年度

(様式第5号の1） 肺がん検診結果集計表
総合

宇摩 四国中央市 54,460 11,840 182 182 0 69 0.3 0.6

新居浜市 73,817 16,828 146 146 0 84 0.2 0.5

西条市 68,275 16,176 0 0 0 0 0.0 0.0

今治市 101,470 24,811 1,989 1,989 0 1,053 2.0 4.2

上島町 4,520 1,237 190 190 0 68 4.2 5.5

松山市 316,359 72,526 255 0 255 123 0.1 0.2

伊予市 23,839 5,902 644 540 104 335 2.7 5.7

東温市 21,290 5,364 289 196 93 160 1.4 3.0

久万高原町 5,529 1,476 228 228 0 126 4.1 8.5

松前町 19,365 4,699 317 317 0 84 1.6 1.8

砥部町 13,714 3,411 381 296 85 200 2.8 5.9

八幡浜市 22,980 6,858 557 557 0 441 2.4 6.4

大洲市 27,562 7,189 353 353 0 178 1.3 2.5

西予市 25,674 7,177 758 758 0 440 3.0 6.1

内子町 10,814 2,918 382 382 0 184 3.5 6.3

伊方町 6,421 2,148 317 317 0 183 4.9 8.5

宇和島市 49,545 14,334 939 939 0 547 1.9 3.8

松野町 2,792 795 157 157 0 61 5.6 7.7

鬼北町 7,166 2,123 230 230 0 122 3.2 5.7

愛南町 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

合 計 855,592 207,812 8,314 7,777 537 4,458 1.0 2.1

新
居
浜

・
西
条

今
治

松
山

八
幡
浜
・
大
洲

宇
和
島

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

（
再
掲

）
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
数

検
診
受
診
率

（
全
住
民

）

検
診
受
診
率

（
国
保
/
国
保
4
0
～

7
4
歳

）

検
診
受
診
者
数

検
診
対
象
者
数

保
健
医
療
圏
域

市
町
名

集
団
検
診
受
診
者
数

個
別
検
診
受
診
者
数
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
＋

C
T
検

査

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

初
回

1
,9

7
0

7
1
,9

1
2

1
1

6
1
6

1
6

0
.8

1
5

9
3
.8

5
0

0
0

1
0

0
1

6
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
1
,3

2
0

0
1
,3

2
1

1
2

2
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
7
8
,6

3
3

3
,2

9
0

7
3
,2

3
3

2
3

8
1
6

1
6

0
.5

1
5

9
3
.8

5
0

0
0

1
0

0
1

6
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

1
,6

3
0

0
1
,5

5
8

2
6

7
1
8

1
8

1
.1

1
6

8
8
.9

1
1

0
0

0
5

1
1

1
1
.1

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
1
,9

5
1

0
1
,9

1
7

3
9

7
8

8
0
.4

6
7
5
.0

1
0

0
0

5
1

1
2
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
9
4
,2

6
5

3
,5

8
1

0
3
,4

7
5

6
5

1
4

2
6

2
6

0
.7

2
2

8
4
.6

1
2

0
0

0
1
0

2
2

1
5
.4

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

1
,5

8
3

0
1
,4

9
6

4
2

1
0

1
7

1
7

1
.1

1
2

7
0
.6

4
0

0
0

8
2

3
2
9
.4

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
2
,1

1
2

0
2
,0

6
3

5
3

7
7

7
0
.3

6
8
5
.7

2
0

0
0

4
0

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
9
2
,7

0
6

3
,6

9
5

0
3
,5

5
9

9
5

1
7

2
4

2
4

0
.7

1
8

7
5
.0

6
0

0
0

1
2

2
4

2
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

1
,4

4
5

0
1
,3

4
4

5
3

8
1
8

1
8

1
.3

1
5

8
3
.3

8
0

0
0

7
1

2
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
2
,4

0
6

0
2
,3

2
9

7
4

7
1
8

1
8

0
.8

1
7

9
4
.4

3
0

0
0

1
4

1
0

5
.6

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
8
2
,5

7
2

3
,8

5
1

0
3
,6

7
3

1
2
7

1
5

3
6

3
6

0
.9

3
2

8
8
.9

1
1

0
0

0
2
1

2
2

1
1
.1

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

2
,3

7
2

0
2
,1

6
1

1
0
5

1
9

5
4

5
4

2
.3

4
6

8
5
.2

9
0

0
3

3
4

1
7

1
4
.8

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
4
,3

6
9

0
4
,1

6
1

1
9
0

1
4

3
7

3
7

0
.9

3
0

8
1
.1

7
2

0
3

1
8

1
6

1
8
.9

5
.4

0
.0

5
0

0
0

0

計
8
4
,5

8
1

6
,7

4
1

0
6
,3

2
2

2
9
5

3
3

9
1

9
1

1
.4

7
6

8
3
.5

1
6

2
0

6
5
2

2
1
3

1
6
.5

2
.2

0
.0

3
0

0
0

0

初
回

3
,9

6
0

0
3
,4

9
0

2
4
1

4
0

1
1
1

1
1
1

2
.8

9
4

8
4
.7

1
4

3
1

4
7
3

8
9

1
5
.3

2
.7

0
.0

8
0

0
0

0

非
初

回
8
,1

4
9

0
7
,6

3
4

4
6
2

2
8

9
8

9
8

1
.2

9
0

9
1
.8

2
7

4
2

2
5
7

3
5

8
.2

4
.1

0
.0

5
0

0
0

0

計
9
1
,1

8
2

1
2
,1

0
9

0
1
1
,1

2
4

7
0
3

6
8

2
0
9

2
0
9

1
.7

1
8
4

8
8
.0

4
1

7
3

6
1
3
0

1
1

1
4

1
2
.0

3
.4

0
.0

6
0

0
0

0

初
回

5
,0

3
3

0
4
,2

9
3

4
1
4

6
8

1
3
0

1
3
0

2
.6

1
1
0

8
4
.6

2
6

6
3

7
7
1

7
1
3

1
5
.4

4
.6

0
.1

2
0

0
0

0

非
初

回
1
2
,9

8
8

0
1
2
,0

3
3

8
4
8

7
6

1
5
9

1
5
9

1
.2

1
4
6

9
1
.8

3
8

7
2

5
9
6

5
8

8
.2

4
.4

0
.0

5
0

0
0

0

計
1
1
2
,0

7
2

1
8
,0

2
1

0
1
6
,3

2
6

1
,2

6
2

1
4
4

2
8
9

2
8
9

1
.6

2
5
6

8
8
.6

6
4

1
3

5
1
2

1
6
7

1
2

2
1

1
1
.4

4
.5

0
.0

7
0

0
0

0

初
回

2
,9

7
5

0
2
,4

8
7

2
6
5

4
8

9
3

9
3

3
.1

8
4

9
0
.3

1
8

1
0

3
6
2

2
7

9
.7

1
.1

0
.0

3
0

0
0

0

非
初

回
8
,6

3
0

0
7
,7

5
6

7
3
8

6
0

1
5
8

1
5
8

1
.8

1
5
0

9
4
.9

2
8

6
1

6
1
1
0

3
5

5
.1

3
.8

0
.0

7
0

0
0

0

計
8
4
,4

1
6

1
1
,6

0
5

0
1
0
,2

4
3

1
,0

0
3

1
0
8

2
5
1

2
5
1

2
.2

2
3
4

9
3
.2

4
6

7
1

9
1
7
2

5
1
2

6
.8

2
.8

0
.0

6
0

0
0

0

初
回

2
,1

7
5

0
1
,6

9
7

2
4
3

6
1

9
6

9
6

4
.4

8
1

8
4
.4

2
2

2
1

6
5
1

1
0

5
1
5
.6

2
.1

0
.0

9
0

0
0

0

非
初

回
6
,2

4
5

0
5
,3

7
7

7
2
4

8
6

1
3
5

1
3
5

2
.2

1
2
4

9
1
.9

2
3

8
2

2
9
1

6
5

8
.2

5
.9

0
.1

3
0

0
0

0

計
1
5
5
,3

0
0

8
,4

2
0

0
7
,0

7
4

9
6
7

1
4
7

2
3
1

2
3
1

2
.7

2
0
5

8
8
.7

4
5

1
0

3
8

1
4
2

1
6

1
0

1
1
.3

4
.3

0
.1

2
0

0
0

0

初
回

2
3
,1

4
3

7
2
0
,4

3
8

1
,4

0
0

2
6
7

5
5
3

5
5
3

2
.4

4
7
3

8
5
.5

1
1
7

1
2

5
2
3

3
2
1

3
2

4
8

1
4
.5

2
.2

0
.0

5
0

0
0

0

非
初

回
4
8
,1

7
0

0
4
4
,5

9
1

3
,1

4
0

2
8
7

6
2
0

6
2
0

1
.3

5
6
9

9
1
.8

1
2
9

2
7

7
1
8

3
9
5

2
0

3
1

8
.2

4
.4

0
.0

6
0

0
0

0

計
8
7
5
,7

2
7

7
1
,3

1
3

7
6
5
,0

2
9

4
,5

4
0

5
5
4

1
,1

7
3

1
,1

7
3

1
.6

1
,0

4
2

8
8
.8

2
4
6

3
9

1
2

4
1

7
1
6

5
2

7
9

1
1
.2

3
.3

0
.0

5
0

0
0

0

※
注

１
　

①
、

②
に

つ
い

て
、

年
度

毎
及

び
検

診
機

関
毎

に
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
と

す
る

。
※

注
２

　
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

な
い

者
、

非
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

あ
る

者
と

す
る

。
　

※
注

３
　

本
表

に
お

け
る

要
精

密
検

査
者

は
「
E
」
判

定
の

者
と

す
る

。
た

だ
し

、
「
Ｄ

」
判

定
の

者
に

対
し

て
も

要
精

検
の

指
導

を
す

る
た

め
、

別
添

「
Ｄ

判
定

者
の

精
検

受
診

状
況

」
を

作
成

す
る

。
　

※
注

４
　

未
受

診
は

精
密

検
査

実
施

機
関

を
受

診
し

な
か

っ
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
者

と
す

る
。

　
※

注
５

　
未

把
握

は
精

密
検

査
の

受
診

の
有

無
が

不
明

な
者

及
び

精
密

検
査

結
果

が
正

確
に

判
明

し
て

い
な

い
者

と
す

る
。

　
※

注
６

　
偶

発
症

の
有

無
別

人
数

は
受

診
者

か
ら

検
診

実
施

機
関

へ
の

報
告

、
精

検
等

実
施

機
関

か
ら

市
町

へ
の

報
告

等
の

事
後

報
告

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
　

※
注

７
　

重
篤

な
偶

発
症

と
は

入
院

治
療

を
要

す
る

も
の

と
す

る
。

　

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

6
5
～

6
9

年 齢 区 分

検 診 回 数

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
＋
C
T
検
査
の
判
定
別
人
数

7
0
～

7
4

7
5
～

7
9

8
0
～

計

5
5
～

5
9

6
0
～

6
4

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

(様
式

第
5号

の
2
）

総
合

令
和
4
年
度

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

4
0
～

4
4

4
5
～

4
9

5
0
～

5
4
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
＋

C
T
検

査

A
B

C
D

E

（
Ｄ
）

初
回

1
,9

7
0

7
1
,9

1
2

1
1

6
1
6

6
0
.3

6
1
0
0
.0

1
0

0
0

5
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1
,3

2
0

0
1
,3

2
1

1
2

2
0

2
0
.2

2
1
0
0
.0

2
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
7
8
,6

3
3

3
,2

9
0

7
3
,2

3
3

2
3

8
1
6

8
0
.2

8
1
0
0
.0

3
0

0
0

5
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1
,6

3
0

0
1
,5

5
8

2
6

7
1
8

7
0
.4

6
8
5
.7

5
0

0
0

1
1

0
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1
,9

5
1

0
1
,9

1
7

3
9

7
8

7
0
.4

6
8
5
.7

4
0

0
0

2
0

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
9
4
,2

6
5

3
,5

8
1

0
3
,4

7
5

6
5

1
4

2
6

1
4

0
.4

1
2

8
5
.7

9
0

0
0

3
1

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1
,5

8
3

0
1
,4

9
6

4
2

1
0

1
7

1
0

0
.6

9
9
0
.0

4
0

0
0

5
1

0
1
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
2
,1

1
2

0
2
,0

6
3

5
3

7
7

7
0
.3

6
8
5
.7

3
0

0
0

3
0

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
9
2
,7

0
6

3
,6

9
5

0
3
,5

5
9

9
5

1
7

2
4

1
7

0
.5

1
5

8
8
.2

7
0

0
0

8
1

1
1
1
.8

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1
,4

4
5

0
1
,3

4
4

5
3

8
1
8

8
0
.6

7
8
7
.5

3
0

0
0

4
1

0
1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
2
,4

0
6

0
2
,3

2
9

7
4

7
1
8

7
0
.3

6
8
5
.7

3
0

0
0

3
1

0
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
8
2
,5

7
2

3
,8

5
1

0
3
,6

7
3

1
2
7

1
5

3
6

1
5

0
.4

1
3

8
6
.7

6
0

0
0

7
2

0
1
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

2
,3

7
2

0
2
,1

6
1

1
0
5

1
9

5
4

1
9

0
.8

1
5

7
9
.0

7
0

0
0

8
2

2
2
1
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
4
,3

6
9

0
4
,1

6
1

1
9
0

1
4

3
7

1
4

0
.3

1
1

7
8
.6

2
0

0
1

8
2

1
2
1
.4

0
.0

0
.0

0
0

0

計
8
4
,5

8
1

6
,7

4
1

0
6
,3

2
2

2
9
5

3
3

9
1

3
3

0
.5

2
6

7
8
.8

9
0

0
1

1
6

4
3

2
1
.2

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

3
,9

6
0

0
3
,4

9
0

2
4
1

4
0

1
1
1

4
0

1
.0

3
5

8
7
.5

8
0

0
1

2
6

3
2

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
8
,1

4
9

0
7
,6

3
4

4
6
2

2
8

9
8

2
8

0
.3

2
6

9
2
.9

7
0

0
0

1
9

0
2

7
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

計
9
1
,1

8
2

1
2
,1

0
9

0
1
1
,1

2
4

7
0
3

6
8

2
0
9

6
8

0
.6

6
1

8
9
.7

1
5

0
0

1
4
5

3
4

1
0
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

5
,0

3
3

0
4
,2

9
3

4
1
4

6
8

1
3
0

6
8

1
.4

6
0

8
8
.2

1
5

1
1

1
4
3

7
1

1
1
.8

1
.5

0
.0

2
0

0

非
初

回
1
2
,9

8
8

0
1
2
,0

3
3

8
4
8

7
6

1
5
9

7
6

0
.6

6
9

9
0
.8

1
1

0
0

0
5
8

7
0

9
.2

0
.0

0
.0

0
0

0

計
1
1
2
,0

7
2

1
8
,0

2
1

0
1
6
,3

2
6

1
,2

6
2

1
4
4

2
8
9

1
4
4

0
.8

1
2
9

8
9
.6

2
6

1
1

1
1
0
1

1
4

1
1
0
.4

0
.7

0
.0

1
0

0

初
回

2
,9

7
5

0
2
,4

8
7

2
6
5

4
8

9
3

4
8

1
.6

3
7

7
7
.1

8
1

1
0

2
8

6
5

2
2
.9

2
.1

0
.0

3
0

0

非
初

回
8
,6

3
0

0
7
,7

5
6

7
3
8

6
0

1
5
8

6
0

0
.7

5
5

9
1
.7

1
5

0
0

0
4
0

3
2

8
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
8
4
,4

1
6

1
1
,6

0
5

0
1
0
,2

4
3

1
,0

0
3

1
0
8

2
5
1

1
0
8

0
.9

9
2

8
5
.2

2
3

1
1

0
6
8

9
7

1
4
.8

0
.9

0
.0

1
0

0

初
回

2
,1

7
5

0
1
,6

9
7

2
4
3

6
1

9
6

6
1

2
.8

4
8

7
8
.7

6
0

0
1

4
1

7
6

2
1
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
6
,2

4
5

0
5
,3

7
7

7
2
4

8
6

1
3
5

8
6

1
.4

7
0

8
1
.4

1
3

0
0

1
5
6

1
1

5
1
8
.6

0
.0

0
.0

0
0

0

計
1
5
5
,3

0
0

8
,4

2
0

0
7
,0

7
4

9
6
7

1
4
7

2
3
1

1
4
7

1
.8

1
1
8

8
0
.3

1
9

0
0

2
9
7

1
8

1
1

1
9
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

2
3
,1

4
3

7
2
0
,4

3
8

1
,4

0
0

2
6
7

5
5
3

2
6
7

1
.2

2
2
3

8
3
.5

5
7

2
2

3
1
6
1

2
8

1
6

1
6
.5

0
.8

0
.0

1
0

0

非
初

回
4
8
,1

7
0

0
4
4
,5

9
1

3
,1

4
0

2
8
7

6
2
0

2
8
7

0
.6

2
5
1

8
7
.5

6
0

0
0

2
1
8
9

2
4

1
2

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

計
8
7
5
,7

2
7

7
1
,3

1
3

7
6
5
,0

2
9

4
,5

4
0

5
5
4

1
,1

7
3

5
5
4

0
.8

4
7
4

8
5
.6

1
1
7

2
2

5
3
5
0

5
2

2
8

1
4
.4

0
.4

0
.0

0
0

0

※
　

本
表

に
よ

り
、

「
Ｄ

」
判

定
の

者
に

か
か

る
精

密
検

査
の

受
診

状
況

を
作

成
す

る
。

　

6
5
～

6
9

7
0
～

7
4

4
0
～

4
4

4
5
～

4
9

5
0
～

5
4

5
5
～

5
9

6
0
～

6
4

7
5
～

7
9

8
0
～

計

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

精
検

中
／

精
検

後

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
＋
C
T
検
査
の
判
定
別
人
数

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数

年 齢 区 分

検 診 回 数

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（Ｄ

判
定

者
の

精
検

受
診

状
況

）

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

(別
添

）

令
和
4
年
度

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
＋

C
T
検

査

a
b

a
b

a
b

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
2

0
.0

5
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
2

0
.0

3
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

3
0
.0

8
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
4

0
.0

5
0

2
1

1
0

0
0

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
7

0
.0

6
1

2
1

2
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

7
0
.1

4
0

5
1

0
1

0
0

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
7

0
.0

5
0

2
0

0
1

2
2

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
1
4

0
.0

8
0

7
1

0
2

2
2

4
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.0

7
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
6

0
.0

7
0

1
0

1
0

2
2

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
8

0
.0

7
1

1
0

1
0

2
3

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.0

9
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
8

0
.1

3
0

4
1

0
0

1
2

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
1
0

0
.1

2
0

5
1

0
0

2
2

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

1
4

0
.0

6
2

6
1

1
1

1
2

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
2
7

0
.0

6
0

9
3

2
1

5
7

5
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
4
1

0
.0

6
2

1
5

4
3

2
6

9
7

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

　 Ⅰ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

6
0
～

6
4

6
5
～

6
9

7
0
～

7
4

7
5
～

7
9

8
0
～

計

(様
式

第
5号

4-
1
）

令
和
4
年
度

年 齢 区 分

検 診 回 数

4
0
～

4
4

4
5
～

4
9

5
0
～

5
4

5
5
～

5
9

切 　 除 　 数

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

臨
床

病
期

分
類

別

切 　 除 　 数

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

臨
床

病
期

分
類

別

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

　 不 　 　 明

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

　 不 　 　 明

③
　

　
喀

痰
細

胞
診

の
み

要
精

検

肺 が ん 確 定 数

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（原

発
性

肺
が

ん
）

肺 が ん 発 見 率

臨
床

病
期

分
類

別

切 　 除 　 数

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

　 不 　 　 明

①
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

＋
C

T
検

査
の

要
精

検
(D

+E
)

　
　

②
　

　
①

の
う

ち
喀

痰
細

胞
診

も
要

精
検
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
＋

C
T
検

査

(様
式

第
5号

の
2
）

総
合

令
和
4
年
度

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

宇
摩

四
国

中
央

市
5
4
,8

2
9

2
,8

3
6

0
2
,5

7
6

2
0
1

9
5
0

5
0

1
.8

4
4

8
8
.0

1
0

1
1

1
3
2

2
4

1
2
.0

2
.0

0
.0

4
0

0
0

0

新
居

浜
市

7
3
,8

1
7

5
,7

1
0

0
5
,3

6
8

1
9
6

1
5

1
3
1

1
3
1

2
.3

1
0
2

7
7
.9

1
8

2
0

6
7
6

6
2
3

2
2
.1

1
.5

0
.0

4
0

0
0

0

西
条

市
6
8
,2

7
5

6
,1

6
8

0
5
,8

1
4

2
2
4

2
0

1
1
0

1
1
0

1
.8

9
7

8
8
.2

2
9

1
0

2
6
5

2
1
1

1
1
.8

0
.9

0
.0

2
0

0
0

0

今
治

市
1
0
3
,1

4
4

4
,4

1
6

0
3
,8

3
9

4
9
9

2
3

5
5

5
5

1
.3

5
2

9
4
.6

7
8

0
0

3
7

3
0

5
.5

1
4
.6

0
.1

8
0

0
0

0

上
島

町
4
,5

9
7

7
6
0

0
6
8
5

5
9

6
1
0

1
0

1
.3

8
8
0
.0

3
1

0
0

4
2

0
2
0
.0

1
0
.0

0
.1

3
0

0
0

0

松
山

市
3
1
6
,5

4
7

2
2
,2

5
3

0
2
0
,2

8
4

1
,2

4
6

3
2
8

3
9
5

3
9
5

1
.8

3
6
0

9
1
.1

1
0
7

1
1

7
1
4

2
2
8

1
6

1
9

8
.9

2
.8

0
.0

5
0

0
0

0

伊
予

市
2
3
,8

0
0

2
,1

7
1

0
1
,9

5
2

1
8
5

1
0

2
4

2
4

1
.1

1
9

7
9
.2

2
1

0
0

1
6

3
2

2
0
.8

4
.2

0
.0

5
0

0
0

0

東
温

市
2
1
,2

1
1

2
,8

0
1

7
2
,6

0
0

1
5
0

1
0

2
4

2
4

0
.9

2
3

9
5
.8

3
1

0
0

1
9

1
0

4
.2

4
.2

0
.0

4
0

0
0

0

久
万

高
原

町
5
,6

9
6

1
,0

5
8

0
9
4
5

8
0

7
2
6

2
6

2
.5

2
3

8
8
.5

4
0

0
2

1
7

0
3

1
1
.5

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
前

町
1
9
,3

6
9

1
,9

4
9

0
1
,7

8
4

1
2
8

1
1

2
6

2
6

1
.3

2
3

8
8
.5

3
3

0
0

1
7

1
2

1
1
.5

1
1
.5

0
.1

5
0

0
0

0

砥
部

町
1
3
,7

0
5

1
,4

8
4

0
1
,3

2
2

1
2
2

1
3

2
7

2
7

1
.8

2
4

8
8
.9

2
2

2
3

1
7

2
1

1
1
.1

7
.4

0
.1

3
0

0
0

0

八
幡

浜
市

2
3
,4

0
6

1
,9

7
7

0
1
,7

7
3

1
6
4

1
3

2
7

2
7

1
.4

2
7

1
0
0
.0

8
1

1
4

1
4

0
0

0
.0

3
.7

0
.0

5
0

0
0

0

大
洲

市
2
7
,9

3
1

3
,2

1
6

0
2
,9

5
5

1
5
3

1
1

9
7

9
7

3
.0

8
9

9
1
.8

2
7

0
0

1
6
1

8
0

8
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

西
予

市
2
6
,1

2
8

2
,8

4
2

0
2
,4

7
6

3
0
0

1
4

5
2

5
2

1
.8

4
4

8
4
.6

7
1

0
2

3
4

0
8

1
5
.4

1
.9

0
.0

4
0

0
0

0

内
子

町
1
1
,1

6
1

1
,2

6
5

0
1
,1

4
8

1
0
6

5
6

6
0
.5

6
1
0
0
.0

1
0

0
0

5
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

伊
方

町
6
,4

2
1

1
,3

2
8

0
1
,1

8
4

1
2
8

8
8

8
0
.6

6
7
5
.0

1
2

0
0

3
1

1
2
5
.0

2
5
.0

0
.1

5
0

0
0

0

宇
和

島
市

5
0
,2

4
6

4
,0

6
9

0
3
,6

3
8

3
4
7

2
5

5
9

5
9

1
.5

5
2

8
8
.1

5
3

1
5

3
9

3
4

1
1
.9

5
.1

0
.0

7
0

0
0

0

松
野

町
2
,8

3
8

6
4
0

0
5
8
0

4
4

1
5

1
1

0
.2

0
0
.0

0
0

0
0

0
1

0
1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

鬼
北

町
7
,2

6
5

1
,4

8
1

0
1
,3

7
5

8
1

4
2
1

2
1

1
.4

2
0

9
5
.2

5
0

0
1

1
4

1
0

4
.8

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

愛
南

町
1
5
,3

4
1

2
,8

8
9

0
2
,7

3
1

1
2
7

7
2
4

2
4

0
.8

2
3

9
5
.8

4
1

0
0

1
8

0
1

4
.2

4
.2

0
.0

3
0

0
0

0

合
計

8
7
5
,7

2
7

7
1
,3

1
3

7
6
5
,0

2
9

4
,5

4
0

5
5
4

1
,1

7
3

1
,1

7
3

1
.6

1
,0

4
2

8
8
.8

2
4
6

3
9

1
2

4
1

7
1
6

5
2

7
9

1
1
.2

3
.3

0
.0

5
0

0
0

0

松 山 八 幡 浜 ・ 大 洲 宇 和 島

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数

精 検 受 診 率

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

偶
発

症
の

有
無

別
人

数
精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
＋
C
T
検
査
の
判
定
別
人
数

新 居 浜

・ 西 条

今 治保 健 医 療 圏 域

市 町 名

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

初
回

0
1,

79
6

0
1,

75
4

7
5

12
12

0
.7

11
9
1
.7

5
0

0
0

6
0

1
8
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
23

4
0

1,
23

7
10

2
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
78

,6
33

3,
03

0
0

2,
99

1
17

7
12

12
0
.4

11
9
1
.7

5
0

0
0

6
0

1
8
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
1,

46
8

0
1,

41
2

13
6

16
16

1
.1

15
9
3
.8

10
0

0
0

5
1

0
6
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
73

1
0

1,
72

2
16

5
8

8
0
.5

6
7
5
.0

1
0

0
0

5
1

1
2
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
94

,2
65

3,
19

9
0

3,
13

4
29

11
24

24
0
.8

21
8
7
.5

11
0

0
0

10
2

1
1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
1,

40
0

0
1,

34
2

17
9

14
14

1
.0

10
7
1
.4

4
0

0
0

6
2

2
2
8
.6

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
83

9
0

1,
82

1
25

4
7

7
0
.4

6
8
5
.7

2
0

0
0

4
0

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
92

,7
06

3,
23

9
0

3,
16

3
42

13
21

21
0
.7

16
7
6
.2

6
0

0
0

10
2

3
2
3
.8

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
1,

26
3

0
1,

18
7

31
8

16
16

1
.3

14
8
7
.5

8
0

0
0

6
0

2
1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

2,
11

2
0

2,
07

0
40

7
16

16
0
.8

15
9
3
.8

3
0

0
0

12
1

0
6
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
82

,5
72

3,
37

5
0

3,
25

7
71

15
32

32
1
.0

29
9
0
.6

11
0

0
0

18
1

2
9
.4

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
2,

09
2

0
1,

94
4

55
15

45
45

2
.2

39
8
6
.7

8
0

0
3

28
1

5
1
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

3,
78

8
0

3,
68

9
89

9
34

34
0
.9

27
7
9
.4

7
2

0
1

17
1

6
2
0
.6

5
.9

0
.0

5
0

0
0

0

計
84

,5
81

5,
88

0
0

5,
63

3
14

4
24

79
79

1
.3

66
8
3
.5

15
2

0
4

45
2

11
1
6
.5

2
.5

0
.0

3
0

0
0

0

初
回

0
3,

45
5

0
3,

12
2

12
9

36
91

91
2
.6

75
8
2
.4

13
2

1
1

59
8

8
1
7
.6

2
.2

0
.0

6
0

0
0

0

非
初

回
0

7,
05

3
0

6,
78

8
23

3
19

85
85

1
.2

79
9
2
.9

25
4

2
1

49
2

4
7
.1

4
.7

0
.0

6
0

0
0

0

計
91

,1
82

10
,5

08
0

9,
91

0
36

2
55

17
6

17
6

1
.7

15
4

8
7
.5

38
6

3
2

10
8

10
12

1
2
.5

3
.4

0
.0

6
0

0
0

0

初
回

0
4,

40
4

0
3,

86
4

25
1

49
11

3
11

3
2
.6

98
8
6
.7

24
5

3
5

64
5

10
1
3
.3

4
.4

0
.1

1
0

0
0

0

非
初

回
0

11
,2

65
0

10
,7

35
45

2
62

14
3

14
3

1
.3

13
1

9
1
.6

36
7

2
4

84
4

8
8
.4

4
.9

0
.0

6
0

0
0

0

計
11

2,
07

2
15

,6
69

0
14

,5
99

70
3

11
1

25
6

25
6

1
.6

22
9

8
9
.5

60
12

5
9

14
8

9
18

1
0
.6

4
.7

0
.0

8
0

0
0

0

初
回

0
2,

56
2

0
2,

19
6

15
4

46
84

84
3
.3

75
8
9
.3

17
1

0
2

55
2

7
1
0
.7

1
.2

0
.0

4
0

0
0

0

非
初

回
0

7,
43

6
0

6,
91

7
41

5
49

13
7

13
7

1
.8

13
0

9
4
.9

27
6

1
3

94
2

5
5
.1

4
.4

0
.0

8
0

0
0

0

計
84

,4
16

9,
99

8
0

9,
11

3
56

9
95

22
1

22
1

2
.2

20
5

9
2
.8

44
7

1
5

14
9

4
12

7
.2

3
.2

0
.0

7
0

0
0

0

初
回

0
1,

93
3

0
1,

55
1

16
2

52
90

90
4
.7

75
8
3
.3

21
2

1
5

47
10

5
1
6
.7

2
.2

0
.1

0
0

0
0

0

非
初

回
0

5,
57

5
0

4,
95

6
50

3
80

11
3

11
3

2
.0

10
4

9
2
.0

23
3

1
1

77
4

5
8
.0

2
.7

0
.0

5
0

0
0

0

計
15

5,
30

0
7,

50
8

0
6,

50
7

66
5

13
2

20
3

20
3

2
.7

17
9

8
8
.2

44
5

2
6

12
4

14
10

1
1
.8

2
.5

0
.0

7
0

0
0

0

初
回

20
,3

73
0

18
,3

72
81

9
22

6
48

1
48

1
2
.4

41
2

8
5
.7

11
0

10
5

16
27

6
29

40
1
4
.4

2
.1

0
.0

5
0

0
0

0

非
初

回
42

,0
33

0
39

,9
35

1,
78

3
23

7
54

3
54

3
1
.3

49
8

9
1
.7

12
4

22
6

10
34

2
15

30
8
.3

4
.1

0
.0

5
0

0
0

0

計
87

5,
72

7
62

,4
06

0
58

,3
07

2,
60

2
46

3
1,

02
4

1,
02

4
1
.6

91
0

8
8
.9

23
4

32
11

26
61

8
44

70
1
1
.1

3
.1

0
.0

5
0

0
0

0

※
注

１
　

①
、

②
に

つ
い

て
、

年
度

毎
及

び
検

診
機

関
毎

に
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
と

す
る

。
※

注
２

　
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

な
い

者
、

非
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

あ
る

者
と

す
る

。
　

※
注

３
　

本
表

に
お

け
る

要
精

密
検

査
者

は
「E

」判
定

の
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

「Ｄ
」判

定
の

者
に

対
し

て
も

要
精

検
の

指
導

を
す

る
た

め
、

別
添

「Ｄ
判

定
者

の
精

検
受

診
状

況
」を

作
成

す
る

。
　

※
注

４
　

未
受

診
は

精
密

検
査

実
施

機
関

を
受

診
し

な
か

っ
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
者

と
す

る
。

　
※

注
５

　
未

把
握

は
精

密
検

査
の

受
診

の
有

無
が

不
明

な
者

及
び

精
密

検
査

結
果

が
正

確
に

判
明

し
て

い
な

い
者

と
す

る
。

　
※

注
６

　
偶

発
症

の
有

無
別

人
数

は
受

診
者

か
ら

検
診

実
施

機
関

へ
の

報
告

、
精

検
等

実
施

機
関

か
ら

市
町

へ
の

報
告

等
の

事
後

報
告

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
　

※
注

７
　

重
篤

な
偶

発
症

と
は

入
院

治
療

を
要

す
る

も
の

と
す

る
。

　

精
密
検
査
受
診
者

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

80
～ 計

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

(様
式

第
5
号

の
2
）

令
和
4
年
度

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

異 常 を 認 め ず

総
合 65

～
69

年 齢 区 分

検 診 回 数

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

75
～

79

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

未 受 診

未 把 握

70
～

74

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

60
～

64

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
判
定
別
人
数

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査

A
B

C
D

E

（
Ｄ
）

初
回

1,
79

6
0

1,
75

4
7

5
12

5
0
.3

5
1
0
0
.0

1
0

0
0

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

23
4

0
1,

23
7

10
2

0
2

0
.2

2
1
0
0
.0

2
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
78

,6
33

3,
03

0
0

2,
99

1
17

7
12

7
0
.2

7
1
0
0
.0

3
0

0
0

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1,
46

8
0

1,
41

2
13

6
16

6
0
.4

5
8
3
.3

5
0

0
0

0
1

0
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

73
1

0
1,

72
2

16
5

8
5

0
.3

5
1
0
0
.0

4
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
94

,2
65

3,
19

9
0

3,
13

4
29

11
24

11
0
.3

10
9
0
.9

9
0

0
0

1
1

0
9
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1,
40

0
0

1,
34

2
17

9
14

9
0
.6

8
8
8
.9

4
0

0
0

4
1

0
1
1
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

83
9

0
1,

82
1

25
4

7
4

0
.2

4
1
0
0
.0

3
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
92

,7
06

3,
23

9
0

3,
16

3
42

13
21

13
0
.4

12
9
2
.3

7
0

0
0

5
1

0
7
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

1,
26

3
0

1,
18

7
31

8
16

8
0
.6

7
8
7
.5

3
0

0
0

4
1

0
1
2
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
2,

11
2

0
2,

07
0

40
7

16
7

0
.3

6
8
5
.7

3
0

0
0

3
1

0
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
82

,5
72

3,
37

5
0

3,
25

7
71

15
32

15
0
.4

13
8
6
.7

6
0

0
0

7
2

0
1
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

2,
09

2
0

1,
94

4
55

15
45

15
0
.7

13
8
6
.7

6
0

0
0

7
1

1
1
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
3,

78
8

0
3,

68
9

89
9

34
9

0
.2

7
7
7
.8

1
0

0
0

6
1

1
2
2
.2

0
.0

0
.0

0
0

0

計
84

,5
81

5,
88

0
0

5,
63

3
14

4
24

79
24

0
.4

20
8
3
.3

7
0

0
0

13
2

2
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

3,
45

5
0

3,
12

2
12

9
36

91
36

1
.0

31
8
6
.1

8
0

0
0

23
3

2
1
3
.9

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
7,

05
3

0
6,

78
8

23
3

19
85

19
0
.3

17
8
9
.5

5
0

0
0

12
0

2
1
0
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

計
91

,1
82

10
,5

08
0

9,
91

0
36

2
55

17
6

55
0
.5

48
8
7
.3

13
0

0
0

35
3

4
1
2
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

4,
40

4
0

3,
86

4
25

1
49

11
3

49
1
.1

42
8
5
.7

14
1

1
1

26
6

1
1
4
.3

2
.0

0
.0

2
0

0

非
初

回
11

,2
65

0
10

,7
35

45
2

62
14

3
62

0
.6

55
8
8
.7

10
0

0
0

45
7

0
1
1
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
11

2,
07

2
15

,6
69

0
14

,5
99

70
3

11
1

25
6

11
1

0
.7

97
8
7
.4

24
1

1
1

71
13

1
1
2
.6

0
.9

0
.0

1
0

0

初
回

2,
56

2
0

2,
19

6
15

4
46

84
46

1
.8

35
7
6
.1

8
1

1
0

26
6

5
2
3
.9

2
.2

0
.0

4
0

0

非
初

回
7,

43
6

0
6,

91
7

41
5

49
13

7
49

0
.7

45
9
1
.8

14
0

0
0

31
2

2
8
.2

0
.0

0
.0

0
0

0

計
84

,4
16

9,
99

8
0

9,
11

3
56

9
95

22
1

95
1
.0

80
8
4
.2

22
1

1
0

57
8

7
1
5
.8

1
.1

0
.0

1
0

0

初
回

1,
93

3
0

1,
55

1
16

2
52

90
52

2
.7

40
7
6
.9

6
0

0
1

33
7

5
2
3
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
5,

57
5

0
4,

95
6

50
3

80
11

3
80

1
.4

64
8
0
.0

13
0

0
1

50
11

5
2
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
15

5,
30

0
7,

50
8

0
6,

50
7

66
5

13
2

20
3

13
2

1
.8

10
4

7
8
.8

19
0

0
2

83
18

10
2
1
.2

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

20
,3

73
0

18
,3

72
81

9
22

6
48

1
22

6
1
.1

18
6

8
2
.3

55
2

2
2

12
7

26
14

1
7
.7

0
.9

0
.0

1
0

0

非
初

回
42

,0
33

0
39

,9
35

1,
78

3
23

7
54

3
23

7
0
.6

20
5

8
6
.5

55
0

0
1

14
9

22
10

1
3
.5

0
.0

0
.0

0
0

0

計
87

5,
72

7
62

,4
06

0
58

,3
07

2,
60

2
46

3
1,

02
4

46
3

0
.7

39
1

8
4
.5

11
0

2
2

3
27

6
48

24
1
5
.6

0
.4

0
.0

0
0

0

※
　

本
表

に
よ

り
、

「Ｄ
」判

定
の

者
に

か
か

る
精

密
検

査
の

受
診

状
況

を
作

成
す

る
。

　

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

(別
添

）

偶
発

症
の

有
無

別
人

数
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
判
定
別
人
数

精
密
検
査
受
診
者

精 検 受 診 者 数

未 受 診

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

60
～

64

65
～

69

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

要 精 検 率

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

要 精 密 検 査 者 数

年 齢 区 分

検 診 回 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

精
検

中
／

精
検

後

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（Ｄ

判
定

者
の

精
検

受
診

状
況

）

令
和
4
年
度

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

未 把 握

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

55
～

59

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

16



①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査 a
b

a
b

a
b

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
2

0
.0

5
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
2

0
.0

3
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.0

6
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
4

0
.0

6
0

2
1

1
0

0
0

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
6

0
.0

6
1

2
1

1
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

6
0
.1

4
0

5
0

0
1

0
0

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
7

0
.0

6
0

2
0

0
1

2
2

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
13

0
.0

8
0

7
0

0
2

2
2

4
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.0

8
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
6

0
.0

8
0

1
0

1
0

2
2

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
8

0
.0

8
1

1
0

1
0

2
3

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.1

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
3

0
.0

5
0

1
0

0
0

1
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
5

0
.0

7
0

2
0

0
0

2
1

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

12
0
.0

6
2

6
0

0
1

1
2

2
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
22

0
.0

5
0

6
2

2
1

5
6

4
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
34

0
.0

5
2

12
2

2
2

6
8

6
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

肺 が ん 確 定 数

65
～

69

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

臨
床

病
期

分
類

別

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

(様
式

第
5
号

4
-
1
）

令
和
4
年
度

年 齢 区 分

検 診 回 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

60
～

64

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

臨
床

病
期

分
類

別

　 ０ 　 　 期

③
　

　
喀

痰
細

胞
診

の
み

要
精

検

　 不 　 　 明

切 　 除 　 数

肺 が ん 発 見 率

臨
床

病
期

分
類

別

切 　 除 　 数

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

　 不 　 　 明

切 　 除 　 数

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

　 不 　 　 明

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（原

発
性

肺
が

ん
）

①
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

の
要

精
検

(D
+
E
)

　
　

②
　

　
①

の
う

ち
喀

痰
細

胞
診

も
要

精
検

　 Ⅱ 　 　 期
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査

(様
式

第
5
号

の
2
）

令
和
4
年
度

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

総
合

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

宇
摩

四
国

中
央

市
54

,8
29

2,
65

9
0

2,
43

8
16

6
8

47
47

1
.8

41
8
7
.2

10
1

1
1

29
2

4
1
2
.8

2
.1

0
.0

4
0

0
0

0

新
居

浜
市

73
,8

17
5,

53
9

0
5,

25
5

15
2

15
11

7
11

7
2
.1

94
8
0
.3

18
2

0
6

68
6

17
1
9
.7

1
.7

0
.0

4
0

0
0

0

西
条

市
68

,2
75

5,
70

8
0

5,
46

7
13

1
12

98
98

1
.7

87
8
8
.8

28
1

0
2

56
1

10
1
1
.2

1
.0

0
.0

2
0

0
0

0

今
治

市
10

3,
14

4
2,

41
3

0
2,

30
4

64
7

38
38

1
.6

36
9
4
.7

7
4

0
0

25
2

0
5
.3

1
0
.5

0
.1

7
0

0
0

0

上
島

町
4,

59
7

58
0

0
54

1
27

4
8

8
1
.4

6
7
5
.0

3
1

0
0

2
2

0
2
5
.0

1
2
.5

0
.1

7
0

0
0

0

松
山

市
31

6,
54

7
21

,9
83

0
20

,1
22

1,
15

9
32

8
37

4
37

4
1
.7

34
2

9
1
.4

10
2

11
7

12
21

7
14

18
8
.6

2
.9

0
.0

5
0

0
0

0

伊
予

市
23

,8
00

1,
51

1
0

1,
45

4
38

4
15

15
1
.0

10
6
6
.7

0
0

0
0

10
3

2
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

東
温

市
21

,2
11

2,
50

2
0

2,
37

9
86

9
18

18
0
.7

17
9
4
.4

3
1

0
0

13
1

0
5
.6

5
.6

0
.0

4
0

0
0

0

久
万

高
原

町
5,

69
6

83
5

0
79

2
19

3
21

21
2
.5

18
8
5
.7

3
0

0
1

14
0

3
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
前

町
19

,3
69

1,
65

4
0

1,
56

7
58

8
21

21
1
.3

18
8
5
.7

2
3

0
0

13
1

2
1
4
.3

1
4
.3

0
.1

8
0

0
0

0

砥
部

町
13

,7
05

1,
04

4
0

99
1

28
5

20
20

1
.9

19
9
5
.0

2
1

1
2

14
1

0
5
.0

5
.0

0
.1

0
0

0
0

0

八
幡

浜
市

23
,4

06
1,

26
3

0
1,

18
2

60
3

18
18

1
.4

18
1
0
0
.0

8
1

1
0

9
0

0
0
.0

5
.6

0
.0

8
0

0
0

0

大
洲

市
27

,9
31

2,
89

8
0

2,
73

8
66

6
88

88
3
.0

82
9
3
.2

26
0

0
0

56
6

0
6
.8

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

西
予

市
26

,1
28

2,
13

9
0

1,
98

7
10

3
5

44
44

2
.1

36
8
1
.8

6
1

0
0

29
0

8
1
8
.2

2
.3

0
.0

5
0

0
0

0

内
子

町
11

,1
61

89
7

0
84

5
45

3
4

4
0
.5

4
1
0
0
.0

1
0

0
0

3
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

伊
方

町
6,

42
1

99
2

0
89

2
86

7
7

7
0
.7

5
7
1
.4

1
2

0
0

2
1

1
2
8
.6

2
8
.6

0
.2

0
0

0
0

0

宇
和

島
市

50
,2

46
3,

10
9

0
2,

92
3

13
3

12
41

41
1
.3

35
8
5
.4

5
2

1
1

27
2

4
1
4
.6

4
.9

0
.0

6
0

0
0

0

松
野

町
2,

83
8

48
3

0
46

0
8

14
1

1
0
.2

0
0
.0

0
0

0
0

0
1

0
1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

鬼
北

町
7,

26
5

1,
30

8
0

1,
23

9
46

3
20

20
1
.5

19
9
5
.0

5
0

0
1

13
1

0
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

愛
南

町
15

,3
41

2,
88

9
0

2,
73

1
12

7
7

24
24

0
.8

23
9
5
.8

4
1

0
0

18
0

1
4
.2

4
.2

0
.0

3
0

0
0

0

合
計

87
5,

72
7

62
,4

06
0

58
,3

07
2,

60
2

46
3

1,
02

4
1,

02
4

1
.6

91
0

8
8
.9

23
4

32
11

26
61

8
44

70
1
1
.1

3
.1

0
.0

5
0

0
0

0

八 幡 浜 ・ 大 洲

精 検 受 診 率

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

今 治

検 診 対 象 者 数

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

検 診 受 診 者 数

宇 和 島

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数

松 山

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数 肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

新 居 浜

・ 西 条

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
判
定
別
人
数

保 健 医 療 圏 域

市 町 名
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

C
T
線

検
査

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

初
回

0
17

4
7

15
8

4
1

4
4

2
.3

4
1
0
0
.0

0
0

0
0

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

86
0

84
2

0
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
77

,7
22

26
0

7
24

2
6

1
4

4
1
.5

4
1
0
0
.0

0
0

0
0

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
16

2
0

14
6

13
1

2
2

1
.2

1
5
0
.0

1
0

0
0

0
0

1
5
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

22
0

0
19

5
23

2
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
93

,0
15

38
2

0
34

1
36

3
2

2
0
.5

1
5
0
.0

1
0

0
0

0
0

1
5
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
18

3
0

15
4

25
1

3
3

1
.6

2
6
6
.7

0
0

0
0

2
0

1
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

27
3

0
24

2
28

3
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
91

,4
28

45
6

0
39

6
53

4
3

3
0
.7

2
6
6
.7

0
0

0
0

2
0

1
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
18

2
0

15
7

22
0

2
2

1
.1

1
5
0
.0

0
0

0
0

1
1

0
5
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

29
4

0
25

9
34

0
2

2
0
.7

2
1
0
0
.0

0
0

0
0

2
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
81

,2
96

47
6

0
41

6
56

0
4

4
0
.8

3
7
5
.0

0
0

0
0

3
1

0
2
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
28

0
0

21
7

50
4

9
9

3
.2

7
7
7
.8

1
0

0
0

6
0

2
2
2
.2

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

58
1

0
47

2
10

1
5

3
3

0
.5

3
1
0
0
.0

0
0

0
2

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
83

,0
13

86
1

0
68

9
15

1
9

12
12

1
.4

10
8
3
.3

1
0

0
2

7
0

2
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
50

5
0

36
8

11
2

4
20

20
4
.0

19
9
5
.0

1
1

0
3

14
0

1
5
.0

5
.0

0
.2

0
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
09

6
0

84
6

22
9

9
13

13
1
.2

11
8
4
.6

2
0

0
1

8
1

1
1
5
.4

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
89

,2
45

1,
60

1
0

1,
21

4
34

1
13

33
33

2
.1

30
9
0
.9

3
1

0
4

22
1

2
9
.1

3
.0

0
.0

6
0

0
0

0

初
回

0
62

9
0

42
9

16
3

19
17

17
2
.7

12
7
0
.6

2
1

0
2

7
2

3
2
9
.4

5
.9

0
.1

6
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
72

3
0

1,
29

8
39

6
14

16
16

0
.9

15
9
3
.8

2
0

0
1

12
1

0
6
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
10

9,
63

6
2,

35
2

0
1,

72
7

55
9

33
33

33
1
.4

27
8
1
.8

4
1

0
3

19
3

3
1
8
.2

3
.0

0
.0

4
0

0
0

0

初
回

0
41

3
0

29
1

11
1

2
9

9
2
.2

9
1
0
0
.0

1
0

0
1

7
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

1,
19

4
0

83
9

32
3

11
21

21
1
.8

20
9
5
.2

1
0

0
3

16
1

0
4
.8

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

計
82

,9
09

1,
60

7
0

1,
13

0
43

4
13

30
30

1
.9

29
9
6
.7

2
0

0
4

23
1

0
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

初
回

0
24

2
0

14
6

81
9

6
6

2
.5

6
1
0
0
.0

1
0

0
1

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

67
0

0
42

1
22

1
6

22
22

3
.3

20
9
0
.9

0
5

1
1

14
2

0
9
.1

2
2
.7

0
.7

5
0

0
0

0

計
15

2,
12

2
91

2
0

56
7

30
2

15
28

28
3
.1

26
9
2
.9

1
5

1
2

18
2

0
7
.1

1
7
.9

0
.5

5
0

0
0

0

初
回

2,
77

0
7

2,
06

6
58

1
41

72
72

2
.6

61
8
4
.7

7
2

0
7

45
3

8
1
5
.3

2
.8

0
.0

7
0

0
0

0

非
初

回
6,

13
7

0
4,

65
6

1,
35

7
50

77
77

1
.3

71
9
2
.2

5
5

1
8

53
5

1
7
.8

6
.5

0
.0

8
0

0
0

0

計
86

0,
38

6
8,

90
7

7
6,

72
2

1,
93

8
91

14
9

14
9

1
.7

13
2

8
8
.6

12
7

1
15

98
8

9
1
1
.4

4
.7

0
.0

8
0

0
0

0

※
注

１
　

①
、

②
に

つ
い

て
、

年
度

毎
及

び
検

診
機

関
毎

に
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
と

す
る

。
※

注
２

　
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

な
い

者
、

非
初

回
受

診
者

は
前

年
に

検
診

受
診

歴
が

あ
る

者
と

す
る

。
　

※
注

３
　

本
表

に
お

け
る

要
精

密
検

査
者

は
「E

」判
定

の
者

と
す

る
。

た
だ

し
、

「Ｄ
」判

定
の

者
に

対
し

て
も

要
精

検
の

指
導

を
す

る
た

め
、

別
添

「Ｄ
判

定
者

の
精

検
受

診
状

況
」を

作
成

す
る

。
　

※
注

４
　

未
受

診
は

精
密

検
査

実
施

機
関

を
受

診
し

な
か

っ
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
者

と
す

る
。

　
※

注
５

　
未

把
握

は
精

密
検

査
の

受
診

の
有

無
が

不
明

な
者

及
び

精
密

検
査

結
果

が
正

確
に

判
明

し
て

い
な

い
者

と
す

る
。

　
※

注
６

　
偶

発
症

の
有

無
別

人
数

は
受

診
者

か
ら

検
診

実
施

機
関

へ
の

報
告

、
精

検
等

実
施

機
関

か
ら

市
町

へ
の

報
告

等
の

事
後

報
告

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
　

※
注

７
　

重
篤

な
偶

発
症

と
は

入
院

治
療

を
要

す
る

も
の

と
す

る
。

　

(様
式

第
5
号

の
2
）

総
合

令
和
4
年
度

胸
部
CT
線
検
査
の
判
定
別
人
数

65
～

69

年 齢 区 分

検 診 回 数

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

60
～

64

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

精 検 受 診 者 数

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

偶
発

症
の

有
無

別
人

数
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

C
T
線

検
査

A
B

C
D

E

（
Ｄ
）

初
回

17
4

7
15

8
4

1
4

1
0
.6

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
86

0
84

2
0

0
0

0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
77

,7
22

26
0

7
24

2
6

1
4

1
0
.4

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

16
2

0
14

6
13

1
2

1
0
.6

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
22

0
0

19
5

23
2

0
2

0
.9

1
5
0
.0

0
0

0
0

1
0

1
5
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
93

,0
15

38
2

0
34

1
36

3
2

3
0
.8

2
6
6
.7

0
0

0
0

2
0

1
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

18
3

0
15

4
25

1
3

1
0
.6

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
27

3
0

24
2

28
3

0
3

1
.1

2
6
6
.7

0
0

0
0

2
0

1
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

計
91

,4
28

45
6

0
39

6
53

4
3

4
0
.9

3
7
5
.0

0
0

0
0

3
0

1
2
5
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

18
2

0
15

7
22

0
2

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
29

4
0

25
9

34
0

2
0

0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
81

,2
96

47
6

0
41

6
56

0
4

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

28
0

0
21

7
50

4
9

4
1
.4

2
5
0
.0

1
0

0
0

1
1

1
5
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
58

1
0

47
2

10
1

5
3

5
0
.9

4
8
0
.0

1
0

0
1

2
1

0
2
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
83

,0
13

86
1

0
68

9
15

1
9

12
9

1
.1

6
6
6
.7

2
0

0
1

3
2

1
3
3
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

50
5

0
36

8
11

2
4

20
4

0
.8

4
1
0
0
.0

0
0

0
1

3
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

09
6

0
84

6
22

9
9

13
9

0
.8

9
1
0
0
.0

2
0

0
0

7
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
89

,2
45

1,
60

1
0

1,
21

4
34

1
13

33
13

0
.8

13
1
0
0
.0

2
0

0
1

10
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

62
9

0
42

9
16

3
19

17
19

3
.0

18
9
4
.7

1
0

0
0

17
1

0
5
.3

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

72
3

0
1,

29
8

39
6

14
16

14
0
.8

14
1
0
0
.0

1
0

0
0

13
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
10

9,
63

6
2,

35
2

0
1,

72
7

55
9

33
33

33
1
.4

32
9
7
.0

2
0

0
0

30
1

0
3
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

41
3

0
29

1
11

1
2

9
2

0
.5

2
1
0
0
.0

0
0

0
0

2
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
1,

19
4

0
83

9
32

3
11

21
11

0
.9

10
9
0
.9

1
0

0
0

9
1

0
9
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

計
82

,9
09

1,
60

7
0

1,
13

0
43

4
13

30
13

0
.8

12
9
2
.3

1
0

0
0

11
1

0
7
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

24
2

0
14

6
81

9
6

9
3
.7

8
8
8
.9

0
0

0
0

8
0

1
1
1
.1

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
67

0
0

42
1

22
1

6
22

6
0
.9

6
1
0
0
.0

0
0

0
0

6
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
15

2,
12

2
91

2
0

56
7

30
2

15
28

15
1
.6

14
9
3
.3

0
0

0
0

14
0

1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0

初
回

2,
77

0
7

2,
06

6
58

1
41

72
41

1
.5

37
9
0
.2

2
0

0
1

34
2

2
9
.8

0
.0

0
.0

0
0

0

非
初

回
6,

13
7

0
4,

65
6

1,
35

7
50

77
50

0
.8

46
9
2
.0

5
0

0
1

40
2

2
8
.0

0
.0

0
.0

0
0

0

計
86

0,
38

6
8,

90
7

7
6,

72
2

1,
93

8
91

14
9

91
1
.0

83
9
1
.2

7
0

0
2

74
4

4
8
.8

0
.0

0
.0

0
0

0

※
　

本
表

に
よ

り
、

「Ｄ
」判

定
の

者
に

か
か

る
精

密
検

査
の

受
診

状
況

を
作

成
す

る
。

　

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

精 検 受 診 率

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

60
～

64

65
～

69

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

(別
添

）

令
和
4
年
度

年 齢 区 分

検 診 回 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

精
検

中
／

精
検

後

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（Ｄ

判
定

者
の

精
検

受
診

状
況

）

胸
部
CT
線
検
査
の
判
定
別
人
数

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率

精 検 受 診 者 数
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①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

C
T
線

検
査

a
b

a
b

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

1
0
.2

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
1

0
.0

6
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

1
0
.1

6
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
1

0
.0

4
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
5

0
.7

5
0

3
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
5

0
.5

5
0

3
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

初
回

2
0
.0

7
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

非
初

回
5

0
.0

8
0

3
1

0
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

計
7

0
.0

8
0

3
2

1
0

0
1

1
0

0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

　 Ⅰ 　 　 期

　 Ⅰ 　 　 期

60
～

64

65
～

69

70
～

74

75
～

79

80
～ 計

(様
式

第
5
号

4
-
1
）

令
和
4
年
度

年 齢 区 分

検 診 回 数

40
～

44

45
～

49

50
～

54

55
～

59

　 Ⅳ 　 　 期

　 不 　 　 明

切 　 除 　 数

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

①
胸

部
C

T
線

検
査

の
要

精
検

(D
+
E
)

　
　

②
　

　
①

の
う

ち
喀

痰
細

胞
診

も
要

精
検

臨
床

病
期

分
類

別
臨

床
病

期
分

類
別

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

　
（原

発
性

肺
が

ん
）

切 　 除 　 数

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

　 Ⅳ 　 　 期

　 不 　 　 明

肺 が ん 確 定 数

肺 が ん 発 見 率

　 ０ 　 　 期

　 Ⅱ 　 　 期

　 Ⅲ 　 　 期

21



①
男

性
＋

②
女

性
　

胸
部

C
T
線

検
査

(様
式

第
5
号

の
2
）

総
合

令
和
4
年
度

肺
が

ん
検

診
精

密
検

査
結

果
集

計
表

A
B

C
D

E

（
Ｅ
）

宇
摩

四
国

中
央

市
54

,8
29

17
7

0
13

8
35

1
3

3
1
.7

3
1
0
0
.0

0
0

0
0

3
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

新
居

浜
市

73
,8

17
17

1
0

11
3

44
0

14
14

8
.2

8
5
7
.1

0
0

0
0

8
0

6
4
2
.9

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

西
条

市
68

,2
75

46
0

0
34

7
93

8
12

12
2
.6

10
8
3
.3

1
0

0
0

9
1

1
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

今
治

市
10

3,
14

4
2,

00
3

0
1,

53
5

43
5

16
17

17
0
.9

16
9
4
.1

0
4

0
0

12
1

0
5
.9

2
3
.5

0
.2

0
0

0
0

0

上
島

町
4,

59
7

18
0

0
14

4
32

2
2

2
1
.1

2
1
0
0
.0

0
0

0
0

2
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
山

市
31

6,
54

7
27

0
0

16
2

87
0

21
21

7
.8

18
8
5
.7

5
0

0
2

11
2

1
1
4
.3

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

伊
予

市
23

,8
00

66
0

0
49

8
14

7
6

9
9

1
.4

9
1
0
0
.0

2
1

0
0

6
0

0
0
.0

1
1
.1

0
.1

5
0

0
0

0

東
温

市
21

,2
11

29
9

7
22

1
64

1
6

6
2
.0

6
1
0
0
.0

0
0

0
0

6
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

久
万

高
原

町
5,

69
6

22
3

0
15

3
61

4
5

5
2
.2

5
1
0
0
.0

1
0

0
1

3
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

松
前

町
19

,3
69

29
5

0
21

7
70

3
5

5
1
.7

5
1
0
0
.0

1
0

0
0

4
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

砥
部

町
13

,7
05

44
0

0
33

1
94

8
7

7
1
.6

5
7
1
.4

0
1

1
1

3
1

1
2
8
.6

1
4
.3

0
.2

3
0

0
0

0

八
幡

浜
市

23
,4

06
71

4
0

59
1

10
4

10
9

9
1
.3

9
1
0
0
.0

0
0

0
4

5
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

大
洲

市
27

,9
31

31
8

0
21

7
87

5
9

9
2
.8

7
7
7
.8

1
0

0
1

5
2

0
2
2
.2

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

西
予

市
26

,1
28

70
3

0
48

9
19

7
9

8
8

1
.1

8
1
0
0
.0

1
0

0
2

5
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

内
子

町
11

,1
61

36
8

0
30

3
61

2
2

2
0
.5

2
1
0
0
.0

0
0

0
0

2
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

伊
方

町
6,

42
1

33
6

0
29

2
42

1
1

1
0
.3

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

宇
和

島
市

50
,2

46
96

0
0

71
5

21
4

13
18

18
1
.9

17
9
4
.4

0
1

0
4

12
1

0
5
.6

5
.6

0
.1

0
0

0
0

0

松
野

町
2,

83
8

15
7

0
12

0
36

1
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

鬼
北

町
7,

26
5

17
3

0
13

6
35

1
1

1
0
.6

1
1
0
0
.0

0
0

0
0

1
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

愛
南

町
0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
0
.0

0
0

0
0

0
0

0
0
.0

0
.0

0
.0

0
0

0
0

0

合
計

86
0,

38
6

8,
90

7
7

6,
72

2
1,

93
8

91
14

9
14

9
1
.7

13
2

8
8
.6

12
7

1
15

98
8

9
1
1
.4

4
.7

0
.0

8
0

0
0

0

今 治 松 山 八 幡 浜 ・ 大 洲 宇 和 島

精 検 受 診 者 数

精 検 受 診 率

肺 が ん の う ち

臨 床 病 期 ０ ～ Ⅰ 期

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

偶 発 症 に よ る

死 亡 あ り

陽 性 反 応 適 中 度

が ん 発 見 率

異 常 を 認 め ず

肺 が ん で あ っ た 者

（ 転 移 性 を 含 ま な い ）

肺 が ん の 疑 い の あ る 者

ま た は 未 確 定

肺 が ん 以 外 の 疾 患 で

あ っ た 者 （ 転 移 性 の

肺 が ん を 含 む ）

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

偶
発

症
の

有
無

別
人

数

重 篤 な 偶 発 症 を

確 認

精
密
検
査
受
診
者

未 受 診

未 把 握

検
診

中
／

検
診

後
精

検
中

／
精

検
後

精
検
受
診
の
有
無
別
人
数

精 検 未 受 診 ・ 未 把 握 率

保 健 医 療 圏 域

市 町 名

新 居 浜

・ 西 条

検 診 対 象 者 数

検 診 受 診 者 数

胸
部
CT
線
検
査
の
判
定
別
人
数

要 精 密 検 査 者 数

要 精 検 率
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資
料

4
-
1
：

　
肺

が
ん

検
診

（
集

団
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

全
  
国

●
 

そ
の

他
の

県

①
 全

項
目

実
施

率
(%

)推
移

②
 調

査
1
（

令
和

5
年

度
の

検
診

実
施

体
制

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

1
-
1

1
-
2

1
-
3

2
-
1

2
-
2

3
-
1

3
-
2

3
-
2
-
1

4
-
1

4
-
2

4
-
3

4
-
4

4
-
5

4
-
6

5
-
1

5
-
2

5
-
3

5
-
4

5
-
5

6
-
1

6
-
1
-
1

6
-
1
-
2

6
-
2

6
-
2
-
1

6
-
2
-
2

6
-
2
-
3

全
　

国
8
0
.7

8
1
.5

8
2
.0

8
3
.1

全
　

国
9
7
.4

5
3
.5

9
7
.5

9
6
.5

9
6
.3

7
9
.8

6
9
.4

5
8
.2

9
7
.6

9
2
.7

8
5
.8

9
0
.2

9
0
.2

9
0
.0

1
0
0

9
7
.9

9
6
.0

9
5
.9

9
4
.3

8
8
.1

7
9
.8

6
0
.9

4
0
.3

3
6
.2

3
3
.2

2
9
.7

愛
媛

県
9
0
.2

8
8
.2

9
0
.4

8
9
.7

愛
媛

県
1
0
0

3
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

6
6
.7

8
3
.3

8
3
.3

1
0
0

9
4
.4

1
0
0

8
8
.9

8
8
.9

8
8
.9

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

9
4
.4

9
4
.4

7
2
.2

5
5
.6

5
5
.6

5
5
.6

5
5
.6

集
計

対
象

市
区

町
村

：
（

）
内

記
載

問
5
 地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

問
6
 検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
の

質
の

担
保

調
査

年
度

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

質
問

番
号

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

1
）

：
1
8

問
1
 検

診
対

象
者

の
精

度
管

理
問

2
 受

診
者

の
精

度
管

理
問

3
 受

診
者

へ
の

説
明

、
及

び
要

精
検

者
へ

の
説

明
問

4
 精

密
検

査
結

果
の

把
握

、
精

密
検

査
未

受
診

者
の

特
定

と
受

診
勧

奨

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問1-1

問1-2

問1-3

問2-1

問2-2

問3-1

問3-2

問3-2-1

問4-1

問4-2

問4-3

問4-4

問4-5

問4-6

問5-1

問5-2

問5-3

問5-4

問5-5

問6-1

問6-1-1

問6-1-2

問6-2

問6-2-1

問6-2-2

問6-2-3

良

調
査
1
質

問
内
容

*
 大

項
目

（
問

6
-
1
、

問
6
-
2
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

【
問

4
】

精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
4
-
1

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

把
握

し
ま

し
た

か

問
4
-
2

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
が

不
明

の
者

に
つ

い
て

は
、

本
人

も
し

く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か

問
4
-
3

個
人

毎
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

、
市

区
町

村
、

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
精

密
検

査
機

関
が

共
有

し
ま

し
た

か
問

4
-
4

過
去

5
年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

問
4
-
5

精
密

検
査

未
受

診
と

精
密

検
査

結
果

未
把

握
を

定
義

に
従

っ
て

区
別

し
、

精
密

検
査

未
受

診
者

を
特

定
し

ま
し

た
か

問
4
-
6

精
密

検
査

未
受

診
者

に
精

密
検

査
の

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か

問
1
-
1

対
象

者
全

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
名

簿
を

、
住

民
台

帳
な

ど
に

基
づ

い
て

作
成

し
ま

し
た

か
問

1
-
2

対
象

者
全

員
に

、
個

別
に

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か
問

1
-
3

対
象

者
数

（
推

計
で

も
可

）
を

把
握

し
ま

し
た

か

【
問

1
】

検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
2
-
1

個
人

別
の

受
診

（
記

録
）

台
帳

ま
た

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

し
ま

し
た

か

問
2
-
2

過
去

5
年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

【
問

2
】

受
診

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
3
-
1

受
診

勧
奨

時
に

、
「

検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

1
.受

診
者

へ
の

説
明

」
が

全
項

目

記
載

さ
れ

た
資

料
を

、
全

員
に

個
別

配
布

し
ま

し
た

か
問

3
-
2

要
精

検
者

全
員

に
対

し
、

受
診

可
能

な
精

密
検

査
機

関
名

（
医

療
機

関
名

）
の

一
覧

を
提

示
し

ま
し

た
か

【
問

3
】

受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

【
問

5
】

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
5
-
1

が
ん

検
診

結
果

や
精

密
検

査
結

果
の

最
終

報
告

（
令

和
4
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事

業
報

告
）

を
行

い
ま

し
た

か

問
5
-
3

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か

問
5
-
2

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

問
5
-
4

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
、

精
密

検
査

機
関

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
問

5
-
5

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

【
問

6
】

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

の
質

の
担

保
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
6
-
1

委
託

先
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
を

、
仕

様
書

の
内

容
に

基
づ

い
て

選
定

し
ま

し
た

か

問
6
-
1
-
1
*

仕
様

書
（

も
し

く
は

実
施

要
綱

）
の

内
容

は
、

「
仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
問

6
-
1
-
2
*

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

で
仕

様
書

（
も

し
く

は
実

施
要

綱
）

の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
問

6
-
2

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

に
精

度
管

理
評

価
を

個
別

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

し
ま

し
た

か

問
6
-
2
-
1
*

「
検

診
機

関
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
6
-
2
-
2
*

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を

集
計

し
て

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま

し
た

か

問
6
-
2
-
3
*

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
3
-
2
-
1

上
記

【
問

3
-
2
】

の
一

覧
に

掲
載

し
た

す
べ

て
の

精
密

検
査

機
関

に
は

、
あ

ら
か

じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

0
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1
0
 %

2
0
 %
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0
 %
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0
 %
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0
 %
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0
0
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R
0
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R
0
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（
2
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R
0
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1
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）

1
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資
料

4
-
1
：

　
肺

が
ん

検
診

（
集

団
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

 全
  
国

　
　

●
 そ

の
他

の
県

③
 調

査
2
（

令
和

3
年

度
プ

ロ
セ

ス
指

標
の

集
計

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

7
-
1

7
-
1
-
1

7
-
1
-
2

7
-
1
-
3

9
-
1

9
-
1
-
1

9
-
1
-
2

9
-
1
-
3

1
0
-
1

1
0
-
1
-
1

1
0
-
1
-
2

1
0
-
1
-
3

1
0
-
1
-
4

1
1
-
1

1
1
-
1
-
1

1
1
-
1
-
2

1
1
-
1
-
3

1
2
-
1

1
2
-
1
-
1

1
2
-
1
-
2

1
2
-
1
-
3

1
3
-
1

1
3
-
1
-
1

1
3
-
1
-
2

1
3
-
1
-
3

全
　

国
9
8
.5

9
4
.1

9
6
.3

9
0
.2

9
6
.8

9
2
.4

9
2
.5

8
7
.1

9
6
.1

9
1
.5

9
0
.9

8
6
.0

9
1
.4

9
1
.9

8
7
.3

8
6
.6

8
1
.6

8
2
.2

7
8
.5

7
8
.5

7
3
.9

8
4
.2

8
2
.8

8
0
.4

7
7
.9

愛
媛

県
1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

1
0
0

1
0
0

8
3
.3

1
0
0

9
4
.4

9
4
.4

9
4
.4

7
2
.2

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
7
.8

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
7
.8

①
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

全
項

目
）

②
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
1

③
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
2

※
2

肺
が

ん
検

診
で

は
5
1
項

目
。

　
詳

細
は

説
明

資
料

1
「

（
3
）

 チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

の
集

計
対

象
項

目
」

参
照

。

※
3

質
問

1
：

 令
和

5
年

度
に

各
が

ん
検

診
（

指
針

に
記

載
の

検
査

方
法

）
を

実
施

し
ま

し
た

か

質
問

3
：

 令
和

3
年

度
に

各
が

ん
検

診
を

実
施

し
ま

し
た

か

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
、

質
問

3
※

3
の

両
方

に
「

実
施

」
と

回
答

し
た

市
区

町
村

問
1
3
 臨

床
病

期
０

～
Ⅰ

期
の

が
ん

割
合

の
集

計

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

2
）

：
1
8

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
×

項
目

数
※

2
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

問
1
1
 が

ん
発

見
率

の
集

計
問

1
2
 陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計
質

問
番

号

問
7
 受

診
率

（
受

診
者

数
）

の
集

計
問

9
 要

精
検

率
の

集
計

問
1
0
 精

検
受

診
率

、
精

検
未

受
診

率
の

集
計

回
答

は
「

○
（

実
施

し
た

）
」

「
×

（
実

施
し

て
い

な
い

）
」

「
△

（
実

施
予

定
は

あ
る

が
回

答
時

点
で

ま
だ

実
施

し
て

い
な

い
）

」
か

ら
選

択
。

当
調

査
結

果
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

に
は

「
○

」
の

み
集

計
し

「
△

」
は

含
み

ま
せ

ん
。

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

3
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

※
1

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問7-1

問7-1-1

問7-1-2

問7-1-3

問9-1

問9-1-1

問9-1-2

問9-1-3

問10-1

問10-1-1

問10-1-2

問10-1-3

問10-1-4

問11-1

問11-1-1

問11-1-2

問11-1-3

問12-1

問12-1-1

問12-1-2

問12-1-3

問13-1

問13-1-1

問13-1-2

問13-1-3

調
査
2
質
問
内
容

*
 大

項
目

（
問

7
-
1
、

問
9
-
1
、

問
1
0
-
1
、

問
1
1
-
1
、

問
1
2
-
1
、

問
1
3
-
1
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

問
7
-
1

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
1
*

受
診

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
2
*

受
診

者
数

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
7
-
1
-
3
*

受
診

者
数

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

7
】

受
診

率
（

受
診

者
数

）
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
9
-
1

要
精

検
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
1
*

要
精

検
率

を
性

別
・

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
9
-
1
-
2
*

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
3
*

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

9
】

要
精

検
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
0
-
1

精
検

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
1
*

精
検

受
診

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
2
*

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
3
*

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
0
】

精
検

受
診

率
・

未
受

診
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1
-
4
*

精
検

未
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
1
-
1

が
ん

発
見

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
1
*

が
ん

発
見

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
2
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
3
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
1
】

が
ん

発
見

率
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
2
-
1

陽
性

反
応

適
中

度
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
1
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
2
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
3
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
2
】

陽
性

反
応

適
中

度
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
3
-
1

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
集

計
し

ま
し

た

問
1
3
-
1
-
1
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
性

別
・

年
齢

5
歳

階
級

別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
2
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
検

診
機

関
別

に
集

計

し
ま

し
た

か
問

1
3
-
1
-
3
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
検

診
受

診
歴

別
に

集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
3
】

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施
率
の
算
出
方

法

良

1
9
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資
料

4
-
2
：

　
肺

が
ん

検
診

（
個

別
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

全
  
国

●
 

そ
の

他
の

県

①
 全

項
目

実
施

率
(%

)推
移

②
 調

査
1
（

令
和

5
年

度
の

検
診

実
施

体
制

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

1
-
1

1
-
2

1
-
3

2
-
1

2
-
2

3
-
1

3
-
2

3
-
2
-
1

4
-
1

4
-
2

4
-
3

4
-
4

4
-
5

4
-
6

5
-
1

5
-
2

5
-
3

5
-
4

5
-
5

6
-
1

6
-
1
-
1

6
-
1
-
2

6
-
2

6
-
2
-
1

6
-
2
-
2

6
-
2
-
3

全
　

国
6
9
.9

7
1
.7

7
2
.7

7
3
.9

全
　

国
9
5
.9

4
6
.3

9
5
.8

9
5
.4

9
0
.7

6
7
.3

4
8
.0

4
0
.0

9
1
.3

8
5
.9

7
0
.7

8
1
.4

8
4
.1

7
8
.0

9
9
.2

9
4
.6

9
3
.1

8
9
.4

8
8
.1

7
6
.7

6
0
.4

3
5
.8

2
5
.9

1
9
.1

2
0
.1

1
4
.6

愛
媛

県
8
6
.3

8
1
.7

5
8
.0

8
2
.8

愛
媛

県
1
0
0

2
5
.0

1
0
0

1
0
0

7
5
.0

5
0
.0

7
5
.0

7
5
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

7
5
.0

7
5
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

7
5
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

集
計

対
象

市
区

町
村

：
（

）
内

記
載

問
5
 地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

問
6
 検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
の

質
の

担
保

調
査

年
度

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

4
年

令
和

5
年

質
問

番
号

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

1
）

：
4

問
1
 検

診
対

象
者

の
精

度
管

理
問

2
 受

診
者

の
精

度
管

理
問

3
 受

診
者

へ
の

説
明

、
及

び
要

精
検

者
へ

の
説

明
問

4
 精

密
検

査
結

果
の

把
握

、
精

密
検

査
未

受
診

者
の

特
定

と
受

診
勧

奨

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問1-1

問1-2

問1-3

問2-1

問2-2

問3-1

問3-2

問3-2-1

問4-1

問4-2

問4-3

問4-4

問4-5

問4-6

問5-1

問5-2

問5-3

問5-4

問5-5

問6-1

問6-1-1

問6-1-2

問6-2

問6-2-1

問6-2-2

問6-2-3

良

調
査
1
質

問
内
容

*
 大

項
目

（
問

6
-
1
、

問
6
-
2
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

【
問

4
】

精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
4
-
1

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

把
握

し
ま

し
た

か

問
4
-
2

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
が

不
明

の
者

に
つ

い
て

は
、

本
人

も
し

く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か

問
4
-
3

個
人

毎
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

、
市

区
町

村
、

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
精

密
検

査
機

関
が

共
有

し
ま

し
た

か
問

4
-
4

過
去

5
年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（

治
療

）
結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

問
4
-
5

精
密

検
査

未
受

診
と

精
密

検
査

結
果

未
把

握
を

定
義

に
従

っ
て

区
別

し
、

精
密

検
査

未
受

診
者

を
特

定
し

ま
し

た
か

問
4
-
6

精
密

検
査

未
受

診
者

に
精

密
検

査
の

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か

問
1
-
1

対
象

者
全

員
の

氏
名

を
記

載
し

た
名

簿
を

、
住

民
台

帳
な

ど
に

基
づ

い
て

作
成

し
ま

し
た

か
問

1
-
2

対
象

者
全

員
に

、
個

別
に

受
診

勧
奨

を
行

い
ま

し
た

か
問

1
-
3

対
象

者
数

（
推

計
で

も
可

）
を

把
握

し
ま

し
た

か

【
問

1
】

検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
2
-
1

個
人

別
の

受
診

（
記

録
）

台
帳

ま
た

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

し
ま

し
た

か

問
2
-
2

過
去

5
年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

【
問

2
】

受
診

者
の

情
報

管
理

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
3
-
1

受
診

勧
奨

時
に

、
「

検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

1
.受

診
者

へ
の

説
明

」
が

全
項

目

記
載

さ
れ

た
資

料
を

、
全

員
に

個
別

配
布

し
ま

し
た

か
問

3
-
2

要
精

検
者

全
員

に
対

し
、

受
診

可
能

な
精

密
検

査
機

関
名

（
医

療
機

関
名

）
の

一
覧

を
提

示
し

ま
し

た
か

【
問

3
】

受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

【
問

5
】

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
5
-
1

が
ん

検
診

結
果

や
精

密
検

査
結

果
の

最
終

報
告

（
令

和
4
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事

業
報

告
）

を
行

い
ま

し
た

か

問
5
-
3

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か

問
5
-
2

が
ん

検
診

の
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

問
5
-
4

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
、

精
密

検
査

機
関

、
医

師
会

な
ど

）
に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
問

5
-
5

精
密

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・
健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

【
問

6
】

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

の
質

の
担

保
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
6
-
1

委
託

先
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
を

、
仕

様
書

の
内

容
に

基
づ

い
て

選
定

し
ま

し
た

か

問
6
-
1
-
1
*

仕
様

書
（

も
し

く
は

実
施

要
綱

）
の

内
容

は
、

「
仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
問

6
-
1
-
2
*

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

で
仕

様
書

（
も

し
く

は
実

施
要

綱
）

の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
問

6
-
2

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

に
精

度
管

理
評

価
を

個
別

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

し
ま

し
た

か

問
6
-
2
-
1
*

「
検

診
機

関
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
6
-
2
-
2
*

検
診

機
関

（
医

療
機

関
）

毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を

集
計

し
て

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま

し
た

か

問
6
-
2
-
3
*

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（

医
療

機
関

）
に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

問
3
-
2
-
1

上
記

【
問

3
-
2
】

の
一

覧
に

掲
載

し
た

す
べ

て
の

精
密

検
査

機
関

に
は

、
あ

ら
か

じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

R
0
2

（
3
）

R
0
3

（
3
）

R
0
4

（
5
）

R
0
5

（
4
）

2
0
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資
料

4
-
2
：

　
肺

が
ん

検
診

（
個

別
検

診
）

　
市

区
町

村
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
◆

愛
媛

県
  
■

 全
  
国

　
　

●
 そ

の
他

の
県

③
 調

査
2
（

令
和

3
年

度
プ

ロ
セ

ス
指

標
の

集
計

）
　

項
目

別
実

施
率

(%
)

7
-
1

7
-
1
-
1

7
-
1
-
2

7
-
1
-
3

9
-
1

9
-
1
-
1

9
-
1
-
2

9
-
1
-
3

1
0
-
1

1
0
-
1
-
1

1
0
-
1
-
2

1
0
-
1
-
3

1
0
-
1
-
4

1
1
-
1

1
1
-
1
-
1

1
1
-
1
-
2

1
1
-
1
-
3

1
2
-
1

1
2
-
1
-
1

1
2
-
1
-
2

1
2
-
1
-
3

1
3
-
1

1
3
-
1
-
1

1
3
-
1
-
2

1
3
-
1
-
3

全
　

国
9
5
.4

8
9
.6

8
9
.2

8
5
.3

9
2
.7

8
7
.7

7
8
.8

8
0
.1

9
0
.0

8
4
.9

7
6
.2

7
8
.1

8
4
.4

8
6
.3

8
0
.6

7
1
.2

7
4
.5

7
4
.5

7
0
.5

6
3
.0

6
5
.9

7
4
.8

7
3
.5

6
2
.3

6
8
.4

愛
媛

県
1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

5
0
.0

①
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

全
項

目
）

②
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
1

③
 チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

実
施

率
（

項
目

別
）

　
調

査
2

※
2

肺
が

ん
検

診
で

は
5
1
項

目
。

　
詳

細
は

説
明

資
料

1
「

（
3
）

 チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

の
集

計
対

象
項

目
」

参
照

。

※
3

質
問

1
：

 令
和

5
年

度
に

各
が

ん
検

診
（

指
針

に
記

載
の

検
査

方
法

）
を

実
施

し
ま

し
た

か

質
問

3
：

 令
和

3
年

度
に

各
が

ん
検

診
を

実
施

し
ま

し
た

か

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
、

質
問

3
※

3
の

両
方

に
「

実
施

」
と

回
答

し
た

市
区

町
村

問
1
3
 臨

床
病

期
０

～
Ⅰ

期
の

が
ん

割
合

の
集

計

集
計

対
象

市
区

町
村

数
（

調
査

2
）

：
4

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
×

項
目

数
※

2
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

問
1
1
 が

ん
発

見
率

の
集

計
問

1
2
 陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計
質

問
番

号

問
7
 受

診
率

（
受

診
者

数
）

の
集

計
問

9
 要

精
検

率
の

集
計

問
1
0
 精

検
受

診
率

、
精

検
未

受
診

率
の

集
計

回
答

は
「

○
（

実
施

し
た

）
」

「
×

（
実

施
し

て
い

な
い

）
」

「
△

（
実

施
予

定
は

あ
る

が
回

答
時

点
で

ま
だ

実
施

し
て

い
な

い
）

」
か

ら
選

択
。

当
調

査
結

果
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
実

施
率

に
は

「
○

」
の

み
集

計
し

「
△

」
は

含
み

ま
せ

ん
。

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

1
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

集
計

対
象

市
区

町
村

 質
問

3
※

3
に

「
実

施
」

と
回

答
し

た
市

区
町

村

算
出

方
法

「
○

」
※

1
の

合
計

数
／

集
計

対
象

市
区

町
村

数
 ×

 1
0
0
　

（
%
）

※
1

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

問7-1

問7-1-1

問7-1-2

問7-1-3

問9-1

問9-1-1

問9-1-2

問9-1-3

問10-1

問10-1-1

問10-1-2

問10-1-3

問10-1-4

問11-1

問11-1-1

問11-1-2

問11-1-3

問12-1

問12-1-1

問12-1-2

問12-1-3

問13-1

問13-1-1

問13-1-2

問13-1-3

調
査
2
質
問
内
容

*
 大

項
目

（
問

7
-
1
、

問
9
-
1
、

問
1
0
-
1
、

問
1
1
-
1
、

問
1
2
-
1
、

問
1
3
-
1
）

が
×

の
場

合
、

こ
の

項
目

は
×

で
す

。

問
7
-
1

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
1
*

受
診

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
7
-
1
-
2
*

受
診

者
数

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
7
-
1
-
3
*

受
診

者
数

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

7
】

受
診

率
（

受
診

者
数

）
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
9
-
1

要
精

検
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
1
*

要
精

検
率

を
性

別
・

年
齢

5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
9
-
1
-
2
*

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
9
-
1
-
3
*

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

【
問

9
】

要
精

検
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
0
-
1

精
検

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
問

1
0
-
1
-
1
*

精
検

受
診

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
2
*

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
0
-
1
-
3
*

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
0
】

精
検

受
診

率
・

未
受

診
率

の
集

計
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
0
-
1
-
4
*

精
検

未
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
1
-
1

が
ん

発
見

率
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
1
*

が
ん

発
見

率
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
2
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
1
-
1
-
3
*

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
1
】

が
ん

発
見

率
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

問
1
2
-
1

陽
性

反
応

適
中

度
を

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
1
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・
年

齢
5
歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
2
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か

問
1
2
-
1
-
3
*

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
2
】

陽
性

反
応

適
中

度
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

問
1
3
-
1

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
集

計
し

ま
し

た

問
1
3
-
1
-
1
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
性

別
・

年
齢

5
歳

階
級

別

に
集

計
し

ま
し

た
か

問
1
3
-
1
-
2
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
検

診
機

関
別

に
集

計

し
ま

し
た

か
問

1
3
-
1
-
3
*

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

を
検

診
受

診
歴

別
に

集

計
し

ま
し

た
か

【
問

1
3
】

臨
床

病
期

０
～

Ⅰ
期

の
が

ん
割

合
の

集
計

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
実
施
率
の
算
出
方

法

良

2
1
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資
料

4
-
3
：

　
肺

が
ん

検
診

　
 都

道
府

県
別

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
基

準
値

◆
愛

媛
県

■
 全

　
国

●
 そ

の
他

の
県

①
 受

診
状

況
（

令
和

2
・

令
和

3
年

度
、

4
0
～

6
9
歳

、
男

女
計

) 
 

②
 プ

ロ
セ

ス
指

標
 （

令
和

2
年

度
、

4
0
～

7
4
歳

、
男

女
計

）

②
-
1
 要

精
検

率
(%

)
②

-
2
 が

ん
発

見
率

(%
)

②
-
3
 陽

性
反

応
適

中
度

(%
)

令
和

2
年

令
和

3
年

令
和

2
年

令
和

3
年

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

全
　

国
5
.5

6
.0

全
　

国
5
2
.8

5
4
.6

全
　

国
1
.5

2
.0

1
.8

全
　

国
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

4
全

　
国

2
.8

1
.9

2
.3

愛
媛

県
4
.5

5
.1

愛
媛

県
8
6
.7

8
5
.8

愛
媛

県
1
.4

1
.4

1
.4

愛
媛

県
0
.0

5
0
.0

9
0
.0

5
愛

媛
県

3
.5

6
.3

3
.9

②
-
4
 精

検
受

診
率

(%
)

②
-
5
 精

検
未

受
診

率
+
未

把
握

率
(%

)
参

考
：

精
検

未
受

診
率

、
未

把
握

率
(%

)

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

集
団

個
別

全
体

全
　

国
8
6
.2

8
1
.2

8
3
.4

全
　

国
1
3
.8

1
8
.8

1
6
.6

未
受

診
率

全
　

国
6
.9

5
.0

5
.8

愛
媛

県
8
9
.2

9
3
.7

8
9
.8

愛
媛

県
1
0
.8

6
.3

1
0
.2

愛
媛

県
4
.6

1
.6

4
.2

未
把

握
率

全
　

国
6
.9

1
3
.8

1
0
.8

愛
媛

県
6
.2

4
.8

6
.0

①
-
1
 受

診
率

(%
)

①
-
2
 集

団
検

診
受

診
者

の
割

合
(%

)

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

R
0
2

R
0
3

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

R
0
2

R
0
3

0
.0

 %

1
.0

 %

2
.0

 %

3
.0

 %

4
.0

 %

5
.0

 %

6
.0

 %

7
.0

 %

8
.0

 %

集
団

個
別

全
体

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

6
0
 %

7
0
 %

8
0
 %

9
0
 %

1
0
0
 %

集
団

個
別

全
体

0
 %

1
0
 %

2
0
 %

3
0
 %

4
0
 %

5
0
 %

集
団

個
別

全
体

0
.0

0
 %

0
.0

1
 %

0
.0

2
 %

0
.0

3
 %

0
.0

4
 %

0
.0

5
 %

0
.0

6
 %

0
.0

7
 %

0
.0

8
 %

0
.0

9
 %

0
.1

0
 %

0
.1

1
 %

集
団

個
別

全
体

0
.0

 %

1
.0

 %

2
.0

 %

3
.0

 %

4
.0

 %

5
.0

 %

6
.0

 %

7
.0

 %

8
.0

 %

9
.0

 %

1
0
.0

 %

1
1
.0

 %

集
団

個
別

全
体

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

全 国
愛 媛 県

全 国
愛 媛 県

全 国
愛 媛 県

留
意
点

出
典

要
精

検
率

、
が

ん
発

見
率

、
陽

性
反

応
適

中
度

は
、

受
診

者
の

年
齢

構
成

や

検
診

受
診

歴
（

初
回

・
非

初
回

）
等

の
影

響
を

大
き

く
受

け
る

た
め

、
指

標

数
値

の
高

低
だ

け
で

比
較

・
評

価
は

で
き

ま
せ

ん
。

詳
細

は
参

考
資

料
「

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
意

味
と

活
用

方
法

」
を

ご
参

照
く

だ

さ
い

。

令
和

2
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

令
和

3
年

度
地

域
保

健
・

健
康

増
進

事
業

報
告

算
出

方
法

等
の

詳
細

は
説

明
資

料
2
を

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

基
準

値

0
.1

0
%
以

上

基
準

値

9
0
%
以

上

基
準

値

1
0
%
未

満

基
準

値

4
.1

%
以

上
基

準
値

2
.4

%
以

下

集
団

個
別

全
体

目
標

値
、
基

準
値

・
受

診
率

の
目

標
値

・
プ

ロ
セ

ス
指

標
値

の
基

準
値

厚
生

労
働

省
が

ん
検

診
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
会

報
告

書
「

が
ん

検

診
事

業
の

あ
り

方
に

つ
い

て
（

令
和

5
年

6
月

）
」

別
添

6
よ

り
。

本
資

料
で

は
全

国
の

標
準

的
な

性
・

年
齢

階
級

に
基

づ
き

「
上

限
7
4

歳
」

、
「

男
女

計
」

、
「

受
診

歴
計

（
初

回
・

非
初

回
計

）
」

、
「

検

診
以

外
の

肺
に

関
す

る
検

査
の

受
診

な
し

」
に

つ
い

て
算

出
さ

れ
た

基

準
値

を
使

用
し

ま
し

た
。

第
4
期

が
ん

対
策

推
進

基
本

計
画

（
令

和
5
年

3
月

）
で

示
さ

れ
た

国
民

生
活

基
礎

調
査

に
よ

る
が

ん
検

診
受

診
率

の
目

標
値

目
標

値

6
0
%
以

上

精
検

受
診

率
精

検
未

受
診

率
精

検
未

把
握

率

2
2
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調
査

項
目

【
肺

が
ん

検
診

】

調
査

1
：
検

診
実

施
体

制
整

備
に

関
す

る
調

査
（
令

和
５

年
度

実
施

体
制

）
　

　

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四

国
中

央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久

万
高

原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

質
問

1
令

和
５

年
度

に
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
.

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

質
問

2
令

和
５

年
度

の
が

ん
検

診
対

象
者

の
定

義
　

⇒
Ａ

～
Ｇ

（詳
細

は
「対

象
者

の
定

義
」参

照
）、

未
入

力
、

非
該

当
（-

）
A

A
A

A
A

D
A

A
A

A
A

.
A

G
A

A
A

A
A

A

質
問

3
令

和
３

年
度

各
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
.

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

質
問

4
令

和
３

年
度

に
肺

が
ん

（喀
痰

細
胞

診
）の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
実

施
.

未
実

施
実

施
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

問
1.

 検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

問
1-

1
対

象
者

全
員

の
氏

名
を

記
載

し
た

名
簿

を
、

住
民

台
帳

な
ど

に
基

づ
い

て
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
1-

2
対

象
者

全
員

に
、

個
別

に
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

○
.

○
×

×
×

○
○

○
○

問
1-

2-
1

受
診

勧
奨

を
行

っ
た

住
民

の
う

ち
未

受
診

者
全

員
に

対
し

、
再

度
の

受
診

勧
奨

を
個

人
毎

（手
紙

・電
話

・
訪

問
等

）に
行

い
ま

し
た

か
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

.
×

×
×

×
○

×
×

×

問
1-

3
対

象
者

数
（推

計
で

も
可

）を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
2.

 受
診

者
の

情
報

管
理

問
2-

1
個

人
別

の
受

診
（記

録
）台

帳
ま

た
は

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
作

成
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
2-

2
過

去
5年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
3.

 受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

問
3-

1
受

診
勧

奨
時

に
、

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

　
1.

受
診

者
へ

の
説

明
」が

全
項

目
記

載
さ

れ
た

資
料

を
、

全
員

に
個

別
配

布
し

ま
し

た
か

×
○

○
○

○
○

×
○

○
×

○
.

×
○

×
×

○
×

○
○

問
3-

2
要

精
検

者
全

員
に

対
し

、
受

診
可

能
な

精
密

検
査

機
関

名
（医

療
機

関
名

）の
一

覧
を

提
示

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
○

.
○

○
○

×
×

○
○

○

問
3-

2-
1

上
記

【問
3-

2】
の

一
覧

に
掲

載
し

た
す

べ
て

の
精

密
検

査
機

関
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

○
.

○
○

○
×

×
○

○
○

問
4.

 精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

問
4-

1
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

を
把

握
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
4-

2
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

が
不

明
の

者
に

つ
い

て
は

、
本

人
も

し
く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

×
○

○

問
4-

3
個

人
毎

の
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果
を
、
市
区
町
村
、
検
診
機
関
（
医
療
機

関
）
、
精
密
検
査
機
関
が
共
有
し
ま
し
た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
4-

4
過

去
5年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（治

療
）結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

×
○

×
○

○
○

問
4-

5
精

密
検

査
未

受
診

と
精

密
検

査
結

果
未

把
握

を
定

義
に

従
っ

て
区

別
し

、
精

密
検

査
未

受
診

者
を

特
定

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
△

○
○

×
○

○

問
4-

6
精

密
検

査
未

受
診

者
に

精
密

検
査

の
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

△
○

○
×

○
○

問
5.

 地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

問
5-

1
が

ん
検

診
結

果
や

精
密

検
査

結
果

の
最

終
報

告
（令

和
４

年
度

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

）を
行

い
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

2
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（検

診
機

関
（医

療
機

関
）、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

3
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
△

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

4
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（検
診

機
関

（医
療

機
関

）、
精

密
検

査
機

関
、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
△

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
5-

5
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

△
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
6.

 検
診

機
関

（医
療

機
関

）の
質

の
担

保

問
6-

1
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）を
、

仕
様

書
の

内
容

に
基

づ
い

て
選

定
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
6-

1-
1

仕
様

書
（も

し
く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
は

、
「仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
6-

1-
2

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）で
仕

様
書

（も
し

く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
×

×
○

×
○

○
○

○
○

×
○

.
○

○
△

○
○

○
○

○

問
6-

2
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

精
度

管
理

評
価

を
個

別
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
1

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
2

検
診

機
関

（医
療

機
関

）毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を
集
計
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
ま
し
た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

問
6-

2-
3

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
×

○
○

○
○

○
○

×
×

○
.

○
○

○
×

○
×

×
×

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問
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調
査

2
：
精

度
管

理
指

標
把

握
に

関
す

る
調

査
（
令

和
３

年
度

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
集

計
）

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四
国
中
央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久
万
高
原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

集
団

問
7.

 受
診

率
の

集
計

問
7-

1
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
7-

1-
1

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
7-

1-
2

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
7-

1-
3

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
8.

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
高

危
険

群
割

合
」、

「高
危

険
群

中
の

喀
痰

容
器

配
布

割
合

」、
「喀

痰
容

器
配

布
中

の
回

収
率

」、
 　

　
　

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
喀

痰
容

器
回

収
率

」の
集

計

問
8-

1
 「

肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
喀

痰
容

器
回

収
率

」を
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

○
○

○
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
8-

1-
1

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

○
○

○
○

○
○

○
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
8-

1-
2

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
-

-
-

-
○

○
○

○
○

○
○

.
-

○
○

-
-

-
-

-

問
8-

1-
3

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

○
○

○
×

○
○

×
.

-
○

○
-

-
-

-
-

問
9.

 要
精

検
率

の
集

計

問
9-

1
要

精
検

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
9-

1-
1

要
精

検
率

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
9-

1-
2

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
9-

1-
3

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

×
○

○
○

×
○

○
×

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
10

. 
精

検
受

診
率

・未
受

診
率

の
集

計

問
10

-1
精

検
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-1
-1

精
検

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-1
-2

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
10

-1
-3

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
10

-2
精

検
未

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
11

. 
が

ん
発

見
率

の
集

計

問
11

-1
が

ん
発

見
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

×
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
11

-1
-1

が
ん

発
見

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

×
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
11

-1
-2

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
×

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
11

-1
-3

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

×
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
×

○
○

問
12

. 
陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計

問
12

-1
陽

性
反

応
適

中
度

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
12

-1
-1

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
12

-1
-2

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
12

-1
-3

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

×
.

○
○

○
○

○
×

○
○

問
13

. 
早

期
が

ん
割

合
（肺

が
ん

：臨
床

病
期

Ⅰ
期

ま
で

の
割

合
）の

集
計

問
13

-1
早

期
が

ん
割

合
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
13

-1
-1

早
期

が
ん

割
合

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

.
○

○
○

○
○

○
○

○

問
13

-1
-2

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
.

○
○

○
○

○
○

○
○

問
13

-1
-3

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

○
○

×
○

○
○

×
○

○
×

.
○

○
○

○
○

×
○

○

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問

29



調
査

項
目

【
肺

が
ん

検
診

】

調
査

1
：
検

診
実

施
体

制
整

備
に

関
す

る
調

査
（
令

和
５

年
度

実
施

体
制

）
　

　

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四

国
中

央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久

万
高

原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

質
問

1
令

和
５

年
度

に
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
実

施
未

実
施

未
実

施
実

施
.

未
実

施
未

実
施

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施

質
問

2
令

和
５

年
度

の
が

ん
検

診
対

象
者

の
定

義
　

⇒
Ａ

～
Ｇ

（詳
細

は
「対

象
者

の
定

義
」参

照
）、

未
入

力
、

非
該

当
（-

）
A

-
-

-
-

-
-

C
-

-
B

.
-

-
A

-
-

-
-

-

質
問

3
令

和
３

年
度

各
が

ん
検

診
の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
実

施
未

実
施

未
実

施
実

施
.

未
実

施
未

実
施

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施

質
問

4
令

和
３

年
度

に
肺

が
ん

（喀
痰

細
胞

診
）の

実
施

の
有

無
⇒

実
施

、
未

実
施

、
実

施
予

定
、

未
入

力
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

実
施

未
実

施
未

実
施

実
施

.
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施
未

実
施

未
実

施

問
1.

 検
診

対
象

者
の

情
報

管
理

問
1-

1
対

象
者

全
員

の
氏

名
を

記
載

し
た

名
簿

を
、

住
民

台
帳

な
ど

に
基

づ
い

て
作

成
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
1-

2
対

象
者

全
員

に
、

個
別

に
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

×
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

×
-

-
-

-
-

問
1-

2-
1

受
診

勧
奨

を
行

っ
た

住
民

の
う

ち
未

受
診

者
全

員
に

対
し

、
再

度
の

受
診

勧
奨

を
個

人
毎

（手
紙

・電
話

・
訪

問
等

）に
行

い
ま

し
た

か
×

-
-

-
-

-
-

×
-

-
×

.
-

-
×

-
-

-
-

-

問
1-

3
対

象
者

数
（推

計
で

も
可

）を
把

握
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
2.

 受
診

者
の

情
報

管
理

問
2-

1
個

人
別

の
受

診
（記

録
）台

帳
ま

た
は

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
作

成
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
2-

2
過

去
5年

間
の

受
診

歴
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
3.

 受
診

者
へ

の
説

明
、

及
び

要
精

検
者

へ
の

説
明

問
3-

1
受

診
勧

奨
時

に
、

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

　
1.

受
診

者
へ

の
説

明
」が

全
項

目
記

載
さ

れ
た

資
料

を
、

全
員

に
個

別
配

布
し

ま
し

た
か

×
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

×
-

-
-

-
-

問
3-

2
要

精
検

者
全

員
に

対
し

、
受

診
可

能
な

精
密

検
査

機
関

名
（医

療
機

関
名

）の
一

覧
を

提
示

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

×
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
3-

2-
1

上
記

【問
3-

2】
の

一
覧

に
掲

載
し

た
す

べ
て

の
精

密
検

査
機

関
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
精

密
検

査
結

果
の

報
告

を
依

頼
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
4.

 精
密

検
査

結
果

の
把

握
、

精
密

検
査

未
受

診
者

の
特

定
と

受
診

勧
奨

問
4-

1
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

を
把

握
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
4-

2
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果

が
不

明
の

者
に

つ
い

て
は

、
本

人
も

し
く
は

精
密

検
査

機
関

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
結

果
を

確
認

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
4-

3
個

人
毎

の
精

密
検

査
方

法
及

び
、

精
密

検
査

（治
療

）結
果
を
、
市
区
町
村
、
検
診
機
関
（
医
療
機

関
）
、
精
密
検
査
機
関
が
共
有
し
ま
し
た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
4-

4
過

去
5年

間
の

精
密

検
査

方
法

及
び

、
精

密
検

査
（治

療
）結

果
を

記
録

し
て

い
ま

す
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

×
-

-
-

-
-

問
4-

5
精

密
検

査
未

受
診

と
精

密
検

査
結

果
未

把
握

を
定

義
に

従
っ

て
区

別
し

、
精

密
検

査
未

受
診

者
を

特
定

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
△

-
-

-
-

-

問
4-

6
精

密
検

査
未

受
診

者
に

精
密

検
査

の
受

診
勧

奨
を

行
い

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

△
-

-
-

-
-

問
5.

 地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

問
5-

1
が

ん
検

診
結

果
や

精
密

検
査

結
果

の
最

終
報

告
（令

和
４

年
度

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

）を
行

い
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
5-

2
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
の

全
項

目
を

計
上

で
き

る
よ

う
、

委
託

先
（検

診
機

関
（医

療
機

関
）、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
5-

3
が

ん
検

診
の

結
果

に
つ

い
て

、
委

託
先

か
ら

の
報

告
内

容
が

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

を
網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
、

改
善

を
求

め
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
5-

4
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

地
域

保
健

・健
康

増
進

事
業

報
告

の
全

項
目

を
計

上
で

き
る

よ
う

、
委

託
先

（検
診

機
関

（医
療

機
関

）、
精

密
検

査
機

関
、

医
師

会
な

ど
）に

報
告

を
求

め
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
5-

5
精

密
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

委
託

先
か

ら
の

報
告

内
容

が
地

域
保

健
・健

康
増

進
事

業
報

告
を

網
羅

で
き

て
い

な
い

場
合

、
改

善
を

求
め

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
6.

 検
診

機
関

（医
療

機
関

）の
質

の
担

保

問
6-

1
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）を
、

仕
様

書
の

内
容

に
基

づ
い

て
選

定
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
6-

1-
1

仕
様

書
（も

し
く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
は

、
「仕

様
書

に
明

記
す

べ
き

必
要

最
低

限
の

精
度

管
理

項
目

」
を

満
た

し
て

い
ま

し
た

か
×

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
6-

1-
2

検
診

終
了

後
に

、
委

託
先

検
診

機
関

（医
療

機
関

）で
仕

様
書

（も
し

く
は

実
施

要
綱

）の
内

容
が

遵
守

さ
れ

た
こ

と
を

確
認

し
ま

し
た

か
×

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
△

-
-

-
-

-

問
6-

2
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

精
度

管
理

評
価

を
個

別
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
1

「検
診

機
関

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

」の
遵

守
状

況
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
2

検
診

機
関

（医
療

機
関

）毎
の

プ
ロ

セ
ス

指
標

値
を
集
計
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
ま
し
た
か

×
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
6-

2-
3

上
記

の
結

果
を

ふ
ま

え
、

課
題

の
あ

る
検

診
機

関
（医

療
機

関
）に

改
善

策
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
し

ま
し

た
か

×
-

-
-

-
-

-
×

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問

30



調
査

2
：
精

度
管

理
指

標
把

握
に

関
す

る
調

査
（
令

和
３

年
度

プ
ロ

セ
ス

指
標

の
集

計
）

○
：実

施
　

　
△

：実
施

予
定

　
　

×
：未

実
施

　
　

 -
：非

該
当

（質
問

1が
"未

実
施

”等
）　

　
　

未
入

力
： 

（質
問

1が
"実

施
"ま

た
は

"実
施

予
定

"で
、

当
該

項
目

が
未

回
答

）

松
山

市
今

治
市

宇
和

島
市

八
幡

浜
市

新
居

浜
市

西
条

市
大

洲
市

伊
予

市
四
国
中
央
市

西
予

市
東

温
市

上
島

町
久
万
高
原
町

松
前

町
砥

部
町

内
子

町
伊

方
町

松
野

町
鬼

北
町

愛
南

町

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

問
7.

 受
診

率
の

集
計

問
7-

1
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
7-

1-
1

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
7-

1-
2

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
7-

1-
3

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

×
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
8.

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
高

危
険

群
割

合
」、

「高
危

険
群

中
の

喀
痰

容
器

配
布

割
合

」、
「喀

痰
容

器
配

布
中

の
回

収
率

」、
 　

　
　

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
喀

痰
容

器
回

収
率

」の
集

計

問
8-

1
 「

肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

 「
肺

が
ん

検
診

受
診

者
中

の
喀

痰
容

器
回

収
率

」を
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

-
-

-
-

-
-

問
8-

1-
1

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

-
-

-
-

-
-

問
8-

1-
2

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
-

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
-

-
-

-
-

-

問
8-

1-
3

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

高
危

険
群

割
合

」、
「高

危
険

群
中

の
喀

痰
容

器
配

布
割

合
」、

「喀
痰

容
器

配
布

中
の

回
収

率
」、

「肺
が

ん
検

診
受

診
者

中
の

喀
痰

容
器

回
収

率
」を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

-
-

-
-

-
-

-
×

-
-

×
.

-
-

-
-

-
-

-
-

問
9.

 要
精

検
率

の
集

計

問
9-

1
要

精
検

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
9-

1-
1

要
精

検
率

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
9-

1-
2

要
精

検
率

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
9-

1-
3

要
精

検
率

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

×
-

-
×

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
10

. 
精

検
受

診
率

・未
受

診
率

の
集

計

問
10

-1
精

検
受

診
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
10

-1
-1

精
検

受
診

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
10

-1
-2

精
検

受
診

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
10

-1
-3

精
検

受
診

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

×
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
10

-2
精

検
未

受
診

率
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
11

. 
が

ん
発

見
率

の
集

計

問
11

-1
が

ん
発

見
率

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
11

-1
-1

が
ん

発
見

率
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
11

-1
-2

が
ん

発
見

率
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
11

-1
-3

が
ん

発
見

率
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

×
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
12

. 
陽

性
反

応
適

中
度

の
集

計

問
12

-1
陽

性
反

応
適

中
度

を
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
12

-1
-1

陽
性

反
応

適
中

度
を

性
別

・年
齢

5歳
階

級
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
12

-1
-2

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

機
関

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
12

-1
-3

陽
性

反
応

適
中

度
を

検
診

受
診

歴
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
×

-
-

×
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
13

. 
早

期
が

ん
割

合
（肺

が
ん

：臨
床

病
期

Ⅰ
期

ま
で

の
割

合
）の

集
計

問
13

-1
早

期
が

ん
割

合
を

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
13

-1
-1

早
期

が
ん

割
合

を
性

別
・年

齢
5歳

階
級

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

○
-

-
○

.
-

-
○

-
-

-
-

-

問
13

-1
-2

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
機

関
別

に
集

計
し

ま
し

た
か

○
-

-
-

-
-

-
○

-
-

○
.

-
-

○
-

-
-

-
-

問
13

-1
-3

早
期

が
ん

割
合

を
検

診
受

診
歴

別
に

集
計

し
ま

し
た

か
○

-
-

-
-

-
-

×
-

-
×

.
-

-
○

-
-

-
-

-

（注
）今

年
度

は
網

羅
で

き
て

い
る

場
合

で
は

、
「網

羅
で

き
て

い
な

い
場

合
に

は
改

善
を

求
め

る
よ

う
な

体
制

を
有

し
て

い
る

か
」に

つ
い

て
回

答
す

る
こ

と
。

質
問

番
号

質
問
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対
象

者
の

定
義

下
限

：
指

針
通

り
※

2

上
限

：
な

し

下
限

：
指

針
通

り
※

2

上
限

：
あ

り

下
限

：
指

針
の

年
齢

※
2
未

満
上

限
：
な

し

下
限

：
指

針
の

年
齢

※
2
未

満
上

限
：
あ

り 上
記

以
外

除
外

し
て

い
な

い
（
指

針
通

り
）

除
外

し
て

い
る

ま
た

は
、

国
民

健
康

保
険

加
入

者

限
定

し
て

い
な

い

限
定

し
て

い
る

A B
C D E F

G

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

回
答

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

次
の

質
問

へ
次

の
質

問
へ

ス
タ

ー
ト

1
.
対

象
者

を
下

記
①

～
④

※
1
の

よ
う

に
限

定
し

て
い

ま
す

か
？

3
.
（
指

針
の

年
齢

に
沿

っ
た

住
民

の
う

ち
）
下

記
①

②
※

3
に

該
当

す
る

も
の

を
除

外
し

て
い

ま
す

か

2
.
対

象
者

の
年

齢
設

定
は

下
記

の
う

ち
ど

れ
に

該
当

し
ま

す
か

？

①
過

去
の

住
民

検
診

の
受

診
記

録
が

あ
る

者
の

み
、

あ
る

い
は

受
診

記
録

が
な

い
者

の
み

等

②
希

望
調

査
で

申
し

込
み

の
あ

っ
た

者
、

も
し

く
は

事
前

登
録

者
・
希

望
者

の
み

③
節

目
年

齢
や

働
き

盛
り

世
代

等

④
胃

が
ん

・
乳

が
ん

・
子

宮
頸

が
ん

検
診

で
は

、
年

齢
や

生
年

を
限

定
（
偶

数
年

齢
の

み
、

生
年

が
偶

数
年

の
み

等
）

①
職

域
検

診
等

の
受

診
機

会
が

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

な
者

（
社

会
保

険
加

入
者

本
人

や
税

特
別

徴
収

者
、

調
査

等
に

よ
る

本
人

か
ら

の
申

告
）

②
要

介
護

認
定

者
の

受
診

困
難

者
や

、
病

気
療

養
中

の
者

※
1

下
記

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

限
定

し
対

象
者

と
し

て
い

る

※
3

下
記

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

除
外

し
対

象
者

と
し

て
い

る

※
2
 胃

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

（
4
0
歳

も
し

く
は

5
0
歳

）
、

胃
内

視
鏡

検
査

（
5
0
歳

）
、

子
宮

頸
が

ん
検

診
（
2
0
歳

）
、

そ
の

他
は

4
0
歳
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検診機関名　　公益財団法人　愛媛県総合保健協会　　

受診者数 要精検者数 がん発見者数

胃がん検診 19 21,783 973 33
（疑い1含む）

【対象年度以外】
受診者数：88
要精検者数：3
がん発見者数：0

大腸がん検診 19 38,231 2,150 83
（疑い9含む）

【対象年度以外】
受診者数：134
要精検者数：3
がん発見者数：0

子宮頸がん検診 19 15,725 161 0
【対象年度以外】
受診者数：0

子宮体がん検診 0 0 0 0

D判定：183 D判定：4
（疑い3含む）

E判定：275 E判定：38
（疑い16含む）

D判定：45 D判定：1
（疑い1含む）

E判定：53 E判定：21
（疑い13含む）

乳がん検診
（マンモ・視触診併
用）

0 0 0 0

乳がん検診
（マンモ単独）

18 17,559 386 72
（疑い9含む）

【対象年度以外】
受診者数：0

前立腺がん検診 19 12,127 682
141

（疑い82含む）

【対象年度以外】
受診者数：130
要精検者数：1
がん発見者数：0

肺がん検診
（ＣＴ）

14 4,040
【対象年度以外】

受診者数：0

※対象年齢は40歳以上とする。ただし、子宮頸がん・子宮体がんは20歳以上、前立腺がんは50歳
以上とする。

肺がん検診
（Ｘ線）

19 34,342

【対象年度以外】
受診者数：201

要精検者数：D判定：0

　　　　　　E判定：1

がん発見者数：0

令和５年度市町がん検診の実施状況

実施
市町数

指針の対象年齢 備考
（対象年齢以外の受診者
数・要精検者数・がん発

見者数も記載）
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令
和
５
年
度
肺
が
ん
患
者
名
簿
（
愛
媛
県
総
合
保
健
協
会
）

市
町
名

性 別

年
齢

（
年
度

末
）

集
検
撮
影
識
別

集
検
所
見

肺
が
ん

判
定

精
検
検
査
方
法

精
検
診
断
名

精
検
診
断
名
コ
メ
ン

ト

臨
床
病

期

T
N

M

分
類

確
定
調
査
診

断
名

肺
癌
組
織
型

治
療
法

1
砥
部
町

男
8
1
X
線
E
S
法

す
り
ガ
ラ
ス
影

E
1

C
T
X
線

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
A
1

1
a
 0

 0
原
発
性
肺
癌

腺
癌
（
浸
潤
性
）

手
術
（
a
.絶

対
的
治
癒
）

2
八
幡
浜
市

男
7
5
X
線
E
S
法

結
節
影
（
1
-3
c
m
)

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅲ
B

1
b

 3
 0

原
発
性
肺
癌

腺
癌

化
学
療
法

3
伊
方
町

男
7
7
X
線
E
S
法

結
節
影
疑
い

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
B

2
a
 0

 0
原
発
性
肺
癌

扁
平
上
皮
癌

他
院
へ
紹
介

4
八
幡
浜
市

男
8
3
X
線
E
S
法

腫
瘤
影
(3
c
m
以
上
）

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

肺
結
核
s
/o

 

5
松
野
町

女
6
9
胸
部
C
T

D
2

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

6
伊
予
市

男
7
5
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
A
3

1
c
 0

 0
原
発
性
肺
癌

そ
の
他
不
明

手
術

7
砥
部
町

男
6
7
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
B

2
a
 0

 0
原
発
性
肺
癌

扁
平
上
皮
癌

手
術
（
a
.絶

対
的
治
癒
）

8
内
子
町

男
7
7
胸
部
C
T

E
1

P
E
T
高
分
解
能

C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
A

1
m

i
原
発
性
肺
癌

腺
癌
（
M
IA
)

（
A
IS
）

経
過
観
察

9
今
治
市

女
7
0
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

1
c
 0

 0
原
発
性
肺
癌

そ
の
他
肺
が
ん
非
小

細
胞
肺
癌

他
院
へ
紹
介

1
0
今
治
市

男
7
7
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅰ
A
1

1
a
 0

 0
原
発
性
肺
癌

手
術
（
a
.絶

対
的
治
癒
）

1
1
東
温
市

女
7
6
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

肺
炎

Ⅰ
A
3

1
c
 0

 0
原
発
性
肺
癌

腺
癌
（
浸
潤
性
）

手
術

1
2
東
温
市

男
7
5
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

Ⅱ
B

2
a
 1

 0
原
発
性
肺
癌

腺
癌

手
術
（
a
.絶

対
的
治
癒
）

1
3
東
温
市

男
8
4
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 
原
発
性
肺
癌

他
院
へ
紹
介

1
4
上
島
町

男
7
3
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

孤
立
性
結
節

影
（
未
確

診
）

経
過
観
察

1
5
内
子
町

女
8
1
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

陳
旧
性
炎
症
性
変
化

 

孤
立
性
結
節

影
（
未
確

診
）

他
院
へ
紹
介

1
6
伊
予
市

女
7
4
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

孤
立
性
結
節

影
（
未
確

診
）

経
過
観
察

1
7
東
温
市

男
7
5
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

孤
立
性
結
節

影
（
未
確

診
）

経
過
観
察

1
8
内
子
町

男
7
4
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

1
9
宇
和
島
市

女
6
8
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
0
宇
和
島
市

男
7
7
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
1
宇
和
島
市

男
7
3
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い
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2
2
松
前
町

女
7
7
胸
部
C
T

E
1

P
E

T
肺
が
ん
疑
い

 

2
3
鬼
北
町

女
7
0
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
4
松
野
町

男
8
6
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

右
上
葉

 

2
5
松
野
町

女
7
6
胸
部
C
T

E
1

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
6
松
野
町

女
7
4
胸
部
C
T

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
7
松
山
市

女
7
8
胸
部
X
線

索
状
影

D
2

気
管
支
鏡

肺
が
ん
（
原
発
性
）

 

2
8
鬼
北
町

男
7
4
胸
部
X
線

浸
潤
影

D
2

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
疑
い

 

2
9
宇
和
島
市

男
8
4
胸
部
X
線

浸
潤
影

D
2

C
T

肺
が
ん
疑
い

 

3
0
松
山
市

男
6
9
胸
部
X
線

肺
線
維
症

D
2

C
T

肺
が
ん
疑
い

間
質
性
肺
炎

 

3
1
松
山
市

男
5
8
胸
部
X
線

結
節
影
（
1
-3
c
m
)

E
1

組
織
診
細
胞
診

気
管
支
鏡

P
E
T
-C
T
　
X
線

肺
が
ん
（
原
発
性
）

Ⅱ
B

3
 0

 0
原
発
性
肺
癌

腺
癌

手
術

3
2
松
山
市

女
7
0
胸
部
X
線

結
節
影
（
1
-3
c
m
)

E
1

C
T
高
分
解
能
C
T

肺
が
ん
（
原
発
性
）

Ⅲ
A

1
c
 2

 0
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集団検診
回答欄

○

○

○

○

○

○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

○

★ ○

肺がん検診精度管理調査（検診機関用）調査票

【回答者様へ】
ご回答の前に以下を必ずお読みください：

① 令和５年度に実施した（もしくは現在実施中の）検診についてお答えください。

② 回答は〇（実施）か×（未実施）でお答えください。

③ 貴施設で回答が分からない項目については、必ず関係機関（都道府県・市区町村・医師会・外注先検査機関等）
　　に確認してお答えください。
　　もし自治体や医師会等から予め回答を指定されている場合は、それに従って回答してください。
　　ただし、★が付いた項目には貴施設が回答してください（検診機関ごとに体制が異なるため）。

2. 質問（問診）、及び撮影の精度管理

(1) 検診項目は、質問（医師が自ら対面で行う場合は問診）、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50歳以上で喫煙指数（1日

　　 本数×年数）が600以上だった者（過去における喫煙者を含む）への喀痰細胞診としましたか※

　　 ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができます。また、加熱式タバコ
については、「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替えてください。

(2) 質問（問診）では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取しましたか。
　　また最近6か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関を受診し、精査を

　　行うように勧めましたか※

　　※有症状者がいなかった場合は、診療へ誘導するルールが予めあれば○と回答してください。

(3) 質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存していますか

(4) 肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部エック

ス線の画質の評価と、 それに基づく指導を行いましたか注1

(5) 撮影機器の種類（直接・間接撮影、デジタル方式※）、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を仕様書※※に明記し、日本肺癌学

　　 会が定める、肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影しましたか注2

　　　 ※デジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いることを指します。
　　　 　※※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことを指します。（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告 していればよい）
    　・貴施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した撮影機器・撮影方法が学会の方針に準じており、
       かつ、貴施設が仕様書内容を遵守している場合に○と回答してください。

(6) 胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備しましたか

(7) 集団検診を実施する検診機関は、1日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要

(8) 事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要時に対応する医師

　　 などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明）

(5) 検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しましたか

(4) 検診の有効性（胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率減少効果があること）に加え
　　 て、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合も
　　 あること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明しましたか

(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共

　　有することを説明しましたか※

　　 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供可能（個人情報保護法の例外事項として認められています）

(2) 精密検査の方法について説明しましたか
　　 （精密検査はCT検査や気管支鏡検査により行うこと、及びこれらの検査の概要など）

(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（喀痰細胞診で要精密検査となった場合は、喀痰細胞
　　 診の再検は不適切であることなど）を明確に説明しましたか

解説：
　　① 下記の7項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布されたかをお答えください。
　　　　（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみの説明は不適切です。）

　　② 受診時に貴施設で配布された場合、あるいは、貴施設以外（自治体等）が受診勧奨時に配布された場合※の
　　　　どちらでも○です。
　　　　※あらかじめ資料内容を確認し、下記の7項目が含まれている場合は○と回答してください。

(7) 禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行いましたか

(6) 肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しましたか
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★ ○

★ ○

★ ○

○

○

○

○

○

○

★ ○

★ ○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

(9) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(10) 胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(11) 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

3. 胸部エックス線読影の精度管理

　解説：二重読影と比較読影（1）～（4）について
　　① 外部（自施設以外の医師、地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が検診機関に対して委託先を指定している、または、本調査の回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。（★以外）

(2) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師は下記の要件※を満たしていますか
　　※読影医の要件

　　・第一読影医：検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3」に年１回以上参加していること
　　・第二読影医：下記の１）、２）のいずれかを満たすこと

　　１）３年以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影国集会注3」に年１回以上参加
　　２）５年以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会

や読影講習会注３」に年１回以上参加

(3) 2名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの※は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較読影しましたか
　　 ※二重読影の結果、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の
　 　　　判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するものを指します。

(4) 比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する（あるいは読影委員会等に委託する）」、「二重読影を行った医師が
　　 それぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行いましたか

(5)シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等がある場合にはそれに
　　 従いましたか
　　　 ※シャウカステン・モニタ読影を行っていない場合は回答不要です。 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(6) 読影結果の判定は「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の判
　　 定基準と指導区分」によって行いましたか

(4) 同一検体から作成された2枚以上のスライドは、2名以上の技師によりスクリーニングしましたか

(5) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行いましたか※

　　 ※がん発見例については必ず見直しを実施してください。
　　　　またがん発見例が無い場合でも、見直す体制があれば○と回答してください。

(6) 標本は少なくとも5年間は保存していますか

(7) 胸部エックス線画像は少なくとも5年間は保存していますか

(8) 胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも5年間は保存していますか

４．喀痰細胞診の精度管理

　解説：
　　① 検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が外注先施設を指定しており、回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。

(1) 細胞診の業務を委託する場合※は、その委託機関（施設名）を仕様書等※※に明記しましたか
　　　※業務を委託していない場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。
　　  ※※仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していれば可です。
　　　　　　医師会が仕様書を作成している場合は、医師会の仕様書を確認して回答してください。

(1) 自治体や医師会から求められた場合、読影医の実態（読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診療科目、呼吸器内科・
呼吸器外科・放射線科医師の場合には専門家医師としての経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検

討会や読影講習会注3」の受講の有無等）を報告していますか

(2) 採取した喀痰は、2枚以上のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行いましたか

(3) 固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して

　　行いましたか注4
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★ 〇

★ ○

★ ○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

ご署名欄

回答者氏名 大西　弘高　　(4.喀痰細胞診　回答者　佐伯　健二）

肺がん検診
責任医師名

最上　博　　　岩田　猛

施設名 公益財団法人　愛媛県総合保健協会

住所 松山市味酒町1丁目10番地5

Tel 089-987-8205

メール seidokanri@eghca.or.jp

注5　地域保健・健康増進事業報告：
      全国の保健所及び市区町村は、毎年1回国にがん検診の結果を報告します。
　　　この報告書では、受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数等を性・年齢階級/受診歴別に報告することになっており、
　　　国や地域の保健施策上、大変重要な基礎資料となります。

注3 下記講習会の具体的内容は、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）を参照すること
　　「肺癌取扱い規約第８版肺がん検診の手引き改訂について」、「肺癌取扱い規約第８版「肺がん検診の手引き」改訂に関するQ＆A」

注2 撮影法：日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約　改訂第8版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より
　　 1：間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの
撮
　　　　影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野
　　　　部に対して高めるため、希土類(グラデーション型)蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない。
　　 2：直接撮影（スクリーン・フィルム系）の場合は、被験者‐管球間距離を1.5m以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧
　　　　及び希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)による撮影がよい。やむを得ず100～120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために
　　　　希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)を用いる
　　 3：直接撮影（デジタル画像）の場合は、X線検出器として、輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート（IP)を用いたCRシステム、平面検出器（FPD)もしくは
　　　　個体半導体（CCD、CMOSなど）を用いたDRシステムのいずれかを使用する。管球検出器間距離（撮影距離）150cｍ以上、X線管電圧120～140kV、撮影
　　　mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比8：1以上、の条件下で撮影されることが望ましい
　　4：撮影機器、画像処理、読影用モニタの条件については、下記のサイト（日本肺癌学会ホームページ、肺がん検診について）に掲載された最新情報を参照す
ること

注1 肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約 改訂第８版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より
　　 背腹一方向撮影1枚による場合、適格な胸部エックス線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むよ
　　 うに正しく位置づけされ、適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮
　　 像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの

(6) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しまし

　　 たか※

　　 ※ ・本調査では令和４年度のプロセス指標値について回答してください。
          ・貴施設単独で算出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。

(7) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っています
　　 か。あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
　　 それを参考にして改善に努めていますか

注4 喀痰の処理法・染色法：公益社団法人日本臨床細胞学会、細胞検査士会編集「細胞診標本作成マニュアル」参照
　　　細胞診判定：肺癌取扱い規約、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）参照
　　「肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分別標準的細胞」

(4) 検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注３」を年１回以上開催し

ていますか。もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会当が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会注3

を年に１回以上受講させるようにしていますか。

(5) 内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会（自施設以外の専門家※を交えた会）を年に
１回以上開催していますか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委員会に年に１回以上参加していますか。
　　 ※ 当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家などを指します。

(7) 喀痰細胞診検査結果は少なくとも5年間は保存していますか

5. システムとしての精度管理
（地域保健・健康増進事業報告、およびプロセス指標値の解説は別紙解説資料をご参照ください）

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内※になされま
　　 したか
　　　※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも4週間以内に通知していれば〇です。

(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか
　　 ※地域保健・健康増進事業報告(注5)に必要な情報を指します。

(3) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など）について、市区町村や医師

会から求められた項目※※の積極的な把握に努めましたか
　　 ※ 地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。
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検診機関名 愛媛県厚生農業協同組合連合会

受診者数 要精検者数 がん発見者数

胃がん検診 19 13,182 718 9
受診者数       ：118
要精検者数   ：    3
がん発見者数：    0

大腸がん検診 19 25,591 1,386 23
受診者数       ：174
要精検者数   ：  77
がん発見者数：    0

子宮頸がん検診 18 9,372 100 1
受診者数       ：    0
要精検者数   ：    0
がん発見者数：    0

子宮体がん検診

D判定：  63 D判定：  0

E判定：681 E判定：18

D判定：  66 D判定：  0

E判定：  66 E判定：15

乳がん検診
（マンモ・視触診併
用）

乳がん検診
（マンモ単独）

18 12,711 384 33
受診者数    　：      0
要精検者数   ：      0
がん発見者数：      0

前立腺がん検診 19 8,473 577 63
受診者数    　：  130
要精検者数   ：      0
がん発見者数：      0

※がん発見数は、がんおよびがん疑いの数

肺がん検診
（Ｘ線）

19 21,719
受診者数    　：181
要精検者数   ：    0
がん発見者数：    0

令和５年度市町がん検診の実施状況

実施
市町数

指針の対象年齢 備考
（対象年齢以外の受診者
数・要精検者数・がん発

見者数も記載）

肺がん検診
（ＣＴ）

16 3,910
受診者数    　：     0
要精検者数   ：     0
がん発見者数：     0

※対象年齢は40歳以上とする。ただし、子宮頸がん・子宮体がんは20歳以上、前立腺がんは50歳以上とする。
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大きさ

（mm×mm）

1 男 83 追跡中

2 男 73 ＩＡ 左Ｓ１＋２ Ｔ１ｂＮ０Ｍ０ 37 腺癌

3 男 70 ＩＶ 左Ｓ１＋２ Ｔ３Ｎ３Ｍ１ｃ 66×54 小細胞癌

4 男 73 追跡中

5 男 80 ＩＡ 右上葉 Ｔ１ａＮ０Ｍ０ 22 腺癌

6 女 67 ＩＡ 左Ｓ１＋２ Ｔ１ｃＮ０Ｍ０ 32×15 腺癌

7 女 79 追跡中

8 男 58 追跡中

9 女 79 追跡中

10 女 76 ＩＡ 左Ｓ３ Ｔ１ｃＮ０Ｍ０ 43×30 腺癌

11 男 73 ⅢＡ 右下葉 Ｔ２ａＮ２Ｍ０ 33×30 腺癌

12 男 81 ＩＶ 右中葉 Ｔ４Ｎ１Ｍ１ｂ 91×88 不明

13 男 71 Ⅳ 右Ｓ1 Ｔ１ｃＮ1Ｍ1ｃ 22 腺癌

14 男 70 ＩＡ 右上葉 Ｔ１ｂＮ０Ｍ０ 18 腺癌

15 女 83 ⅡＢ 右Ｓ3 Ｔ２ａＮ1Ｍ０ 40×30 上皮筋上皮癌

16 男 71 追跡中

17 男 77 追跡中

18 男 73 ＩＡ 右Ｓ3 Ｔ１ｂＮ０Ｍ０ 14 小細胞癌

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

組織分類 備考

令和5年度　がん患者名簿（Ｘ線　肺がんおよび肺がん疑い）

No 性別  発見時年齢 Stage 部位 ＴＮＭ分類

令和6年8月現在
愛媛県厚生農業協同組合連合会
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大きさ

（mm×mm）

1 男 60 ⅠⅣ 左下葉 T1N3M1b 不明 腺癌

2 男 75 ⅠA 左S4 T１miN０M0 1.5×0.8 腺癌

3 男 86 ⅠA 左S3 T1aN0M0 36×？ 不明

4 女 72 追跡中

5 男 80 追跡中

6 女 48 追跡中

7 女 71 追跡中

8 男 67 ⅠA 右下葉 T1N0M0 不明 不明

9 女 60 追跡中

10 男 60 ⅠA 左下葉 T1aNoMO 3.5×？ 腺癌

11 男 78 ⅠB 右下葉 T2aN0M0 21×17 神経内分泌腫瘍

12 男 73 ⅠB 右上葉 T2aN0M0 25×20 腺癌

13 男 64 追跡中

14 男 76 ⅠⅣ 右下葉 T1bN3M1b 1.2×1.0 小細胞癌

15 男 74 追跡中

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

性別No

令和5年度　がん患者名簿（ＣＴ　肺がんおよび肺がん疑い）

備考組織分類ＴＮＭ分類部位Stage 発見時年齢

令和6年8月現在
愛媛県厚生農業協同組合連合会
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集団検診
回答欄

○

○

○

○

○

○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

○

★ ○

肺がん検診精度管理調査（検診機関用）調査票

【回答者様へ】
ご回答の前に以下を必ずお読みください：

① 令和５年度に実施した（もしくは現在実施中の）検診についてお答えください。

② 回答は〇（実施）か×（未実施）でお答えください。

③ 貴施設で回答が分からない項目については、必ず関係機関（都道府県・市区町村・医師会・外注先検査機関等）
　　に確認してお答えください。
　　もし自治体や医師会等から予め回答を指定されている場合は、それに従って回答してください。
　　ただし、★が付いた項目には貴施設が回答してください（検診機関ごとに体制が異なるため）。

2. 質問（問診）、及び撮影の精度管理

(1) 検診項目は、質問（医師が自ら対面で行う場合は問診）、胸部エックス線検査、及び質問の結果、50歳以上で喫煙指数（1日

　　 本数×年数）が600以上だった者（過去における喫煙者を含む）への喀痰細胞診としましたか※

　　 ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができます。また、加熱式タバ
コについては、「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替えてください。

(2) 質問（問診）では喫煙歴、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取しましたか。
　　また最近6か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなくすみやかに専門機関を受診し、精査を

　　行うように勧めましたか※

　　※有症状者がいなかった場合は、診療へ誘導するルールが予めあれば○と回答してください。

(3) 質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存していますか

(4) 肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部エック

ス線の画質の評価と、 それに基づく指導を行いましたか注1

(5) 撮影機器の種類（直接・間接撮影、デジタル方式※）、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を仕様書※※に明記し、日本肺癌学

　　 会が定める、肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影しましたか注2

　　　 
※デジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いることを指します。

　　　 　
※※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことを指します。（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告 していればよい）

    　・貴施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した撮影機器・撮影方法が学会の方針に準じており、
       かつ、貴施設が仕様書内容を遵守している場合に○と回答してください。

(6) 胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備しましたか

(7) 集団検診を実施する検診機関は、1日あたりの実施可能人数を仕様書等に明記しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要

(8) 事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師、及び緊急時や必要時に対応する医師

　　 などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明）

(5) 検診受診の継続（毎年）が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しましたか

(4) 検診の有効性（胸部エックス線検査及び喫煙者への喀痰細胞診による肺がん検診は、死亡率減少効果があること）に加え
　　 て、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合も
　　 あること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明しましたか

(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共

　　有することを説明しましたか※

　　 ※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供可能（個人情報保護法の例外事項として認められています）

(2) 精密検査の方法について説明しましたか
　　 （精密検査はCT検査や気管支鏡検査により行うこと、及びこれらの検査の概要など）

(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること（喀痰細胞診で要精密検査となった場合は、喀痰細胞
　　 診の再検は不適切であることなど）を明確に説明しましたか

解説：
　　① 下記の7項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布されたかをお答えください。
　　　　（ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみの説明は不適切です。）

　　② 受診時に貴施設で配布された場合、あるいは、貴施設以外（自治体等）が受診勧奨時に配布された場合※の
　　　　どちらでも○です。
　　　　※あらかじめ資料内容を確認し、下記の7項目が含まれている場合は○と回答してください。

(7) 禁煙及び防煙指導等、肺がんに関する正しい知識の啓発普及を行いましたか

(6) 肺がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しましたか
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★ ○

★ ○

★ ○

○

○

○

○

○

○

○

★ ○

★ ○

○

○

○

○

○

○

(9) 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(10) 胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(11) 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保しましたか※

　　 ※個別検診では回答不要です。
　　　　 また集団検診においても、医師立ち合いの下で撮影している場合や、医師が撮影している場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

3. 胸部エックス線読影の精度管理

　解説：二重読影と比較読影（1）～（4）について
　　① 外部（自施設以外の医師、地域の読影委員会等）に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が検診機関に対して委託先を指定している、または、本調査の回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。（★以外）

(2) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師は下記の要件※を満たしていますか
　　※読影医の要件

　　・第一読影医：検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会
注3

」に年１回以上参加していること
　　・第二読影医：下記の１）、２）のいずれかを満たすこと

　　１）３年以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影国集会
注3

」に年１回以上参加
　　２）５年以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討

会や読影講習会
注３

」に年１回以上参加

(3) 2名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの※は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較読影しましたか
　　 ※二重読影の結果、「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の
　 　　　判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するものを指します。

(4) 比較読影の方法は、「読影委員会等を設置して読影する（あるいは読影委員会等に委託する）」、「二重読影を行った医師が
　　 それぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行いましたか

(5)シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準等がある場合にはそれに
　　 従いましたか
　　　 ※シャウカステン・モニタ読影を行っていない場合は回答不要です。 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。

(6) 読影結果の判定は「肺癌集団検診の手引き」（日本肺癌学会集団検診委員会編）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の判
　　 定基準と指導区分」によって行いましたか

(4) 同一検体から作成された2枚以上のスライドは、2名以上の技師によりスクリーニングしましたか

(5) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行いましたか※

　　 ※がん発見例については必ず見直しを実施してください。
　　　　またがん発見例が無い場合でも、見直す体制があれば○と回答してください。

(6) 標本は少なくとも5年間は保存していますか

(7) 胸部エックス線画像は少なくとも5年間は保存していますか

(8) 胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも5年間は保存していますか

４．喀痰細胞診の精度管理

　解説：
　　① 検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認して回答してください。
　　② 自治体・医師会等が外注先施設を指定しており、回答を指定している場合は、
　　　　それに従って回答してください。

(1) 細胞診の業務を委託する場合※は、その委託機関（施設名）を仕様書等※※に明記しましたか
　　　※業務を委託していない場合は回答不要です。
　　　　 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。
　　  ※※仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していれば可です。
　　　　　　医師会が仕様書を作成している場合は、医師会の仕様書を確認して回答してください。

(1) 自治体や医師会から求められた場合、読影医の実態（読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診療科目、呼吸器内科・
呼吸器外科・放射線科医師の場合には専門家医師としての経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検

討会や読影講習会注3」の受講の有無等）を報告していますか

(2) 採取した喀痰は、2枚以上のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行いましたか

(3) 固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して

　　行いましたか注4
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★ ○

★ ○

★ ○

○

★ ○

★ ○

★ ○

★ ○

ご署名欄

回答者氏名 澤　頌子

肺がん検診
責任医師名

田中　伸司

施設名 愛媛県厚生連健診センター

住所 松山市鷹子町533－1

Tel 089-970-2070

メール yamada_s@kousei-ehime.or.jp

注5　地域保健・健康増進事業報告：
      全国の保健所及び市区町村は、毎年1回国にがん検診の結果を報告します。
　　　この報告書では、受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数等を性・年齢階級/受診歴別に報告することになっており、
　　　国や地域の保健施策上、大変重要な基礎資料となります。

注3 下記講習会の具体的内容は、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）を参照すること
　　「肺癌取扱い規約第８版肺がん検診の手引き改訂について」、「肺癌取扱い規約第８版「肺がん検診の手引き」改訂に関するQ＆A」

注2 撮影法：日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約　改訂第8版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より
　　 1：間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの
撮
　　　　影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野
　　　　部に対して高めるため、希土類(グラデーション型)蛍光板を用いる。定格出力125kV未満の撮影装置は用いない。
　　 2：直接撮影（スクリーン・フィルム系）の場合は、被験者‐管球間距離を1.5m以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧
　　　　及び希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)による撮影がよい。やむを得ず100～120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために
　　　　希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)を用いる
　　 3：直接撮影（デジタル画像）の場合は、X線検出器として、輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート（IP)を用いたCRシステム、平面検出器（FPD)もしく
は
　　　　個体半導体（CCD、CMOSなど）を用いたDRシステムのいずれかを使用する。管球検出器間距離（撮影距離）150cｍ以上、X線管電圧120～140kV、撮影
　　　mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比8：1以上、の条件下で撮影されることが望ましい
　　4：撮影機器、画像処理、読影用モニタの条件については、下記のサイト（日本肺癌学会ホームページ、肺がん検診について）に掲載された最新情報を参照
すること

注1 肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影：日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約 改訂第８版（肺がん検診の手引き2020年改訂版）より
　　 背腹一方向撮影1枚による場合、適格な胸部エックス線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むよ
　　 うに正しく位置づけされ、適度な濃度とコントラストおよび良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮
　　 像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの

(6) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しまし

　　 たか※

　　 ※ ・本調査では令和４年度のプロセス指標値 について回答してください。
          ・貴施設単独で算出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。

(7) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っています
　　 か。あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、
　　 それを参考にして改善に努めていますか

注4 喀痰の処理法・染色法：公益社団法人日本臨床細胞学会、細胞検査士会編集「細胞診標本作成マニュアル」参照
　　　細胞診判定：肺癌取扱い規約、日本肺癌学会ホームページ（肺がん検診について）参照
　　「肺癌検診における喀痰細胞診の判定区分別標準的細胞」

(4) 検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注３」を年１回以上開催し

ていますか。もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会当が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会注3

を年に１回以上受講させるようにしていますか。

(5) 内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会（自施設以外の専門家※を交えた会）を年
に１回以上開催していますか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委員会に年に１回以上参加していますか。
　　 ※ 当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家などを指します。

(7) 喀痰細胞診検査結果は少なくとも5年間は保存していますか

5. システムとしての精度管理
（地域保健・健康増進事業報告、およびプロセス指標値の解説は別紙解説資料をご参照ください）

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内※になされま
　　 したか
　　　※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも4週間以内に通知していれば〇です。

(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか
　　 ※地域保健・健康増進事業報告(注5)に必要な情報を指します。

(3) 精密検査方法及び、精密検査（治療）結果※（診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など）について、市区町村や医師

会から求められた項目※※の積極的な把握に努めましたか
　　 ※ 地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。
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Ⅲ 肺がん検診実施要領 （Ｒ６年１０月改正） 

 

１ 事業計画の策定と実施 

(1) 市町は、検診実施に当たり、次に掲げる事務を処理する。 

① 検診実施機関と検診事業を円滑に行うため必要な事項について委託契約

を締結する。 

なお、検診の委託に当たっては、実施体制、精度管理の状況、健康診査

業務の効率化等を考慮し適当と認められる方法により行う。 

② 検診実施機関と緊密な連絡を取り、日程表を作成する等、他の検診事業

との連携を保ち、効果的な検診を行う。 

(2) 集団検診を行う検診機関は、次に掲げる事務を処理する。 

① 検診日程の調整及び変更に関すること。 

② 検診結果及び業務実績等を、関係市町に適切な方法で報告すること。 

③ 車検診による場合は、業務日誌により、検診車の運行状況を記録するこ

と。 

(3) 実施における留意点 

① 市町は、長期的な見地に基づいて、検診実施機関を選定する。 

② 県の役割 

ア 県は、「愛媛県生活習慣病予防協議会肺がん部会」（以下「肺がん部

会」という。）を設置し、当検診の精度向上のため、市町及び検診実施

機関の指導を行う。 

イ 県は、常に疾病動向を把握し、市町の行う検診が適切に行われている

かを評価し、指導を行う。 

ウ 県は、検診実施機関に対し、検診の質の向上及び維持を図るよう指導

する。また、必要に応じ従事者の指導講習を実施する。 

③ 検診実施機関の役割 

ア 検診実施機関は、検診の精度の向上に努める。 

イ 検診実施機関は、肺がん部会が実施する研修や講習を積極的に受けさ

せるなど従事者の資質の向上に努める。 

ウ 検診実施機関は、検診の結果を速やかに実施主体に報告する。 

エ 検診実施機関は、検診機器の保守点検及び比較読影のために、フィル

ム等の整理に努める。 

オ 他機関からの比較読影のためのフィルムの貸し出し依頼等に対しては、

積極的に対応するよう努める。 

   ④ 肺がんの予防についての指導 

喫煙の肺がん発生に対する寄与率は高く、一次予防としての喫煙等の

指導及び肺がんに関する正しい知識等の啓発普及は極めて重要である。

このため、検診や健康教育等の場を利用するとともに、必要な者に対し

ては喫煙者個別健康教育を実施し、禁煙についての教育・指導を推進す
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る。また、若年層に対しても、積極的に禁煙及び防煙に関する指導、並

びに肺がんに関する正しい知識等の啓発普及に努めるなど、防煙・禁

煙・分煙にわたる総合的なたばこ対策の推進を図る。 

 

２ 検診対象者の把握と管理 

当該市町の区域内に居住地を有する40歳以上の者を対象とする。なお、受診

を特に推奨する者を40歳以上69歳以下の者とする。対象者のうち、受診を特に

推奨する者に該当しない者であっても、受診の機会を提供するよう留意するこ

と。ただし、医療保険各法の保険者及び事業者が行う検診を受ける機会がない

者とする。検診による不利益（偽陰性者の治療の遅延、偽陽性者への不必要な

検査、検診に伴う合併症）を考慮し、対象年齢の拡大は原則行わない。 

市町は、現在の受診率等地域の特性を踏まえ、それぞれ独自の目標受診率を

設定し、目標受診率の達成に向けて受診率を向上するよう努める。 

 

３ 検診の種類 

  検診の種類は、次の３種類とする。 

(1) 集団検診 

 (2) 医療機関検診（一括方式） 

 (3) 医療機関検診（個別方式） 

 

４ 受診者に対する事前措置 

検診の実施に当たっては、広報や個別の通知等により、その意義や実施の日

時、場所、方法等をあらかじめ地域住民に対し周知徹底する。 

 

５ 検診の実施 

肺がん検診の検診項目は、次に掲げる質問（医師が立ち会っており、かつ医

師が自ら対面により行う場合において、（1）の「なお」以下を除き、「質

問」とあるのは「問診」と読み替える。）、胸部エックス線検査、胸部CT 

(Computed Tomography)検査及び喀痰細胞診とし、喀痰細胞診は、質問の結果、

（4）①に定める対象者に該当することが判明した者に対し行う。 

(1) 質問 

肺がん検診受診票（様式第１号）により質問し、喫煙歴、職歴、血痰の有

無及び妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を

聴取する。 

なお、質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自

記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。 

質問の結果、最近６月以内に血痰のあったことが判明した者に対しては、

肺がんの有症状者である疑いがあることから、第一選択として、十分な安全

管理の下で多様な検査を実施できる医療機関の受診を勧奨する。 

(2) 胸部エックス線検査 

65歳未満を対象とする胸部エックス線検査は、肺がん検診に適格な胸部エ
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ックス線写真を撮影し、読影する。 

65歳以上を対象とする胸部エックス線検査は､「感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）」（以下「感染症

予防法」という。）第53条の２第３項に規定する定期の健康診断等において

撮影された肺がん検診に適格な胸部エックス線写真を用い読影する。 

① 胸部エックス線検査に用いる適格な写真 

胸部エックス線検査に用いる肺がん検診に適格な胸部エックス線写真と

は、肺尖、肺野外側縁、横隔膜及び肋骨横隔膜等を十分に含むようなエッ

クス線写真であって、適度な濃度とコントラスト及び良好な鮮鋭度をもち、

縦隔陰影に重なった気管、主気管支の透亮像並びに心陰影及び横隔膜に重

なった肺血管が観察できるものであり、かつ、次により撮影されたものと

する。 

ア 間接撮影であって、100㎜ ミラーカメラを用い、定格出力150kV 以上

の撮影装置を用いた、120kV 以上の管電圧による撮影 

イ 間接撮影であって、定格出力125kV の撮影装置を用い、縦隔部の感度

を肺野部に対して高めるため110kV 以上の管電圧及び希土類（グラデー

ション型）蛍光板を用いた撮影 

ウ 直接撮影であって、被験者－管球間の距離を1.5ｍ以上とし、定格出

力150kV 以上の撮影装置を用い、原則として120kV （やむを得ない場合

は100 ～120kV でも可）の管電圧及び希土類システム（希土類増感紙及

びオルソタイプフィルム）を用いた撮影 

なお、直接撮影のうちCR（Computed Radiography）による方法であっ

ても、撮影条件についてはこれに準ずる。但し、CRによる画像出力に際

しては、先の「ア 胸部エックス線検査に用いる適格な写真」を満たす

画像処理を施すこと。またCRにあって、フィルムを使わない読影方法を

実施する場合には、必ず高精細型の読影装置に表示して読影に供するこ

と。さらにこの場合には、必要に応じてフィルムなどの媒体へ出力でき

る機能を有することが望ましい。 

② 胸部エックス線写真の読影 

胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、それぞれの読

影結果に基づき比較読影する。その方法は次のとおりとする。 

ア 二重読影 

２名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影するが、このうち

１名は十分経験を有すること。 

イ 比較読影 

二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委

員会）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の判定基準と指導区分（別紙

１）」の「ｄ」及び「ｅ」に該当するものについては、比較読影を行う。 

比較読影は、過去に撮影した胸部エックス線写真と比較しながら読影

するものであり、次のいずれかの方法により行う。 
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（ｱ）読影委員会等を設置して比較読影を行う方法 

（ｲ）二重読影を行った医師がそれぞれ比較読影を行う方法 

（ｳ）二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が比較読影を行う

方法 

ウ 二重読影及び比較読影の読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」（

日本肺癌学会肺がん検診委員会）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の

判定基準と指導区分（別紙１）」によって行う。 

(3) 胸部CT検査 

胸部CT線検査は、後述する検診モードによって撮影された肺がん検診に適

格な胸部CT画像を用いた読影とする。 

①  胸部CT検査に用いる適格な画像 

胸部CT検査に用いる肺がん検診に適格な胸部CT画像とは、肺尖から肺底

部、横隔膜にいたる範囲を十分に含むような10mmスライス厚で再構成され

たCT画像であって、適度な濃度とコントラスト（ウィンドウ幅、ウィンド

ウレベル）及び良好な鮮影度を持つこと。 

② 撮影方法 

肺がん検診に用いる胸部CT検査は、以下のような検診モードによって撮

影されること。 

ア 撮影エックス線管電圧 

    120kV以上 

イ 撮影エックス線管電流 

    50mA程度の被曝線量に配慮したもの 

ウ ガントリー回転速度 

    １回転あたり１秒以下のもの 

エ テーブル移動速度 

    20mm/１回転 

オ 再構成関数 

    肺野を良好に描出する条件 

カ 再構成スライス厚 

    10mm以下 

キ 撮影方法 

    位置決め用撮影は行わない 

    できるだけ一回の呼吸停止で撮影する 

③ 画像表示方法など 

胸部CT検査において、フィルムを使わない読影方法を実施する場合には、

適切な読影装置に表示して読影に供すること。さらにこの場合には、必要

に応じてフィルムなどの媒体へ出力できる機能を有することが望ましい。 

④ 胸部CT画像の読影 

    胸部CT画像は、２名以上の医師によって読影し、それぞれの読影結果に

基づき比較読影する。その方法は次のとおりとする。 
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ア 二重読影 

     ２名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影するが、このうち

１名は十分経験を有すること。 

イ 比較読影 

二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委

員会）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の判定基準と指導区分（別紙

１）」の「ｄ」及び「ｅ」に該当するものについては、比較読影を行う。

比較読影は、過去の撮影した胸部CT画像と比較しながら読影するもので、

次のいずれかの方法で行う。 

（ｱ）読影委員会等を設置して比較読影を行う方法 

（ｲ）二重読影を行った医師がそれぞれ比較読影を行う方法 

（ｳ）二重読影を行った医師のうち、指導的立場の医師が比較読影を行う 

  方法 

ウ 二重読影及び比較読影の読影結果の判定は、「肺がん検診の手引き」（

日本肺癌学会肺がん検診委員会）の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の

判定基準と指導区分（別紙１）」に準ずる。 

⑤ 精密検査 

胸部CT検査によって、要精密検査となった検診の精密検査については、

以下の点に留意すること。 

ア 精密検査は、エックス線CTにより実施する 

イ 必要に応じて、高分解能CT検査（HRCT(High Resolution CT)、TSCT 

(Thin Slice or Section CT)）を実施する。 

(4) 喀痰細胞診の実施 

① 対象者 

喀痰細胞診の対象者は、質問の結果、原則として50歳以上で喫煙指数（

１日本数×年数）600以上であることが判明した者（過去における喫煙者

を含む。）とする。 

② 喀痰採取の方法 

ア 質問の結果、喀痰細胞診の対象者とされた者に対し、有効痰の採取方

法を説明するとともに、喀痰採取容器を配布し、喀痰を採取する。 

イ 喀痰は、起床時の早朝痰を原則とし、最低３日の蓄痰又は３日の連続

採痰とする。 

ウ 採取した喀痰（細胞）の処理方法は次のとおりとする。 

(ｱ) ホモジナイズ法、粘液融解法又は直接塗抹法により、２枚以上のス

ライドグラスに擦り合わせ式で塗抹する。また、塗抹面積は、スライ

ドグラス面の３分の２程度とする。 

(ｲ) 直接塗抹法においては、粘血部、灰白色部等数箇所からピックアッ

プし、擦り合わせ式で塗抹する。 

(ｳ) パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。 

③ 判定 
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検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技師を有す

る専門的検査機関において行う。この場合において、医師及び臨床検査技

師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士

であることが望ましい。 

また、同一検体から作成された２枚以上のスライドは、２人以上の技師

によりスクリーニングする。 

喀痰細胞診の結果の判定は、「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺が

ん検診委員会）の「集団検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分（

別紙２）」によって行う。 

④ その他 

検診実施機関は、細胞診を他の細胞診検査センター等に依頼する場合は、

細胞診検査機関の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把

握し、適切な機関を選ばなければならない。 

(5) 結果の通知 

検診の結果については、検診実施機関は、質問、胸部エックス線写真又は

胸部CT画像の読影の結果及び喀痰細胞診の結果を医師が総合的に判断して、

精密検査の必要性の有無を決定し、肺がん検診結果通知書（様式第２号）に

より市町へ速やかに通知する。 

原則として、胸部エックス線写真読影の結果の「Ｄ」、「Ｅ」（別紙１参照）、

胸部CT画像読影の結果の「Ｄ」、「Ｅ」（別紙１参照）又は喀痰細胞診で「Ｄ」、

「Ｅ」（別紙２参照）と判定された者に対しては、検診実施機関が精密検査

依頼書（様式第３号）を添える。 

(6) 指導区分等 

指導区分は、「要精検」及び「精検不要」とし、市町がそれぞれ次の指導

を行う。 

① 「要精検」と区分された者 

検診実施機関からの精密検査依頼書と精密検査結果報告書（様式第４

号）を同封して本人に渡し、肺がん検診精密検査（気管支ファイバー等）

実施医療機関として届出た医療機関等において精密検査を受診するよう指

導する。 

② 「精検不要」と区分された者 

翌年の検診の受診を勧めるともに、禁煙等日常生活上の注意を促す。 

なお、指導区分の決定及び精度管理等については、「肺がん検診の手引

き」（日本肺癌学会肺がん検診委員会）等を参考とすること。 

また、胸部エックス線写真等の読影の結果、結核等肺がん以外の疾患が

考えられる者については、受診者に適切な指導を行うとともに感染症予防

法第53条の２第３項に規定する定期の健康診断等の実施者又は医療機関に

連絡する等の体制を整備すること。 

(7) 精密検査結果の通知 

検診実施機関は、医療機関から通知のあった精密検査結果を速やかに市町
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に報告しなければならない。 

 (8) がん検診の利益・不利益説明 

   がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を

  検討することが望ましい。そのため、検診の実施に当たっては、対象者に対

  してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、不利益の説明をす

  るときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよう、伝え方に留

  意する必要がある。 

  ＜がん検診の利益・不利益について＞ 

  （利益の例） 

   ・健診受診後のがんの早期発見・早期治療による死亡率減少効果が   

    あること 

   ・早期に発見できるために侵襲の軽度な治療で済むこと 

   ・がん検診で「異常なし」と判定された場合に安心感を得られるこ   

    と等 

   （不利益の例） 

   ・偽陰性、偽陽性（また、その判定結果を受けて不安を生じることや、結

    果として不必要な精密検査を受ける場合があること。）、過剰診断、偶発

    症等がんがあるにもかかわらず、検診でがんの疑いがあると判定されな

    いこと 

   ・がんがないにもかかわらず、がんがあるかもしれないと診断されること 

   ・がん検診で発見されるがんの中には、本来そのがんが進展して死亡に至

    るという経路を取らない、生命予後に関係のないものが発見される場合

    があること 

   （参考）「かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック～受診率向上をめ 

       ざして～」（平成21年度厚生労働省がん検診受診向上指導事業・

       平成22年3月） 

 

６ 事後管理 

(1)  結果等の把握 

 医療機関と連携の下、受診の結果等について把握する。特に、検診実施  

機関とは異なる施設で精密検査を実施する場合、検診実施機関は、精密検査

実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めること。また、市町は、

その結果を報告するように求めること。 

  なお、個人情報の取扱いについては、「医療・介護事業者における個人           

 情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月 14 日付け個情第  

 534 号・医政発 0414 第６号・薬生発 0414 第１号・老発 0414 第１号個人情報 

 保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長、 

 厚生労働省老健局長通知）を参照すること。 

(2) 精密検査確定診断結果の把握 

検診実施機関は、精密検査結果報告において、「肺がん疑」等と記載され
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た事例については、６（３）の結果報告書作成前に、確定診断結果を得るよ

う努める。 

(3) 記録の整備保存 

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診の受診状況、胸部エックス

線写真読影の結果、胸部CT画像読影の結果、喀痰細胞診の結果、及び精密検

査の必要性の有無等を記録する。 

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成

し、医療機関における確定診断の結果及び治療の状況等を記録するものする。 

さらに、精密検査の結果がんと診断された者については、必ず個人票を作

成し、組織型、臨床病期及び治療の状況（切除の有無を含む。）等について

記録する。また、がんが否定された者についても、その後の経過を把握し、

追跡することのできる体制を整備することが望ましい。 

受診票、画像や検体及び検診結果は、少なくとも５年間保存しなければな

らない。 

ただし、65歳以上の対象者の胸部エックス線写真については結核健診の実

施者において保存する。 

(4) 結果の報告 

市町及び検診実施機関は、当該年度の検診結果を次のとおり肺がん部会に

（市町は所轄保健所経由で）報告する。 

① 検診受診者数及び受診率を肺がん検診受診集計表（様式第５号の１）

により、翌年度の５月31日までに報告する。 

② 精密検査結果を肺がん検診精密検査結果集計表（様式第５号の２）に

より、翌々年度の５月31日までに報告する。 

 

７ 事業評価 

  肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施するこ

とが不可欠であることから、市町は、チェックリスト（市町村用）を参考とす

るなどして、検診の実施状況を把握する。その上で、保健所、地域医師会及び

検診実施機関等関係者と十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努め

るとともに、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づ

き、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

  また、県は、肺がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を活用し、

及び報告書のチェックリスト（都道府県用）を参考とするなどして、がんの罹

患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から検

討を行い、市町に対する技術的支援及び検診実施機関に対する指導を行う。 

 

 【チェックリストについて】 

がん検診における事業評価については、令和５年６月に厚生労働省「がん検

診のあり方に関する検討会」がとりまとめた報告書「がん検診事業のあり方に

ついて」（以下「報告書」という。）で示された基本的な考え方を基に、「技
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術・体制的指標」である「事業評価のためのチェックリスト」及び「仕様書に

明記すべき最低限の精度管理項目」等により実施状況を把握するとともに、が

ん検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応適中度、がん発見率等の「プ

ロセス指標」に基づく評価を行うこととする。 

なお、報告書の「事業評価のためのチェックリスト」については、国立がん

研究センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」に置き換える。 

  事業報告書の見直しが行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行う

こととする。 

 

８ 検診実施機関 

 (1) 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で肺がん検診が円滑に実施

されるよう、チェックリスト（検診実施機関用）を参考とするなどして、胸

部エックス線検査及び喀痰細胞診の精度管理に努める。 

(2) 検診実施機関は、肺がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなけ

ればならない。 

(3) 検診実施機関は、精密検査実施施設と連絡を取り、精密検査の結果の把握

に努めなければならない。 

(4) 検診実施機関は、細胞診検査センター等に依頼する場合は、細胞診検査機

関の細胞診専門医や細胞検査士等の人員や設備等を十分に把握し、適切な機

関を選ばなければならない。 

(5) 検診実施機関は、画像や検体及び検診結果を、少なくとも５年間保存しな

ければならない。 

ただし、65歳以上の対象者の胸部エックス線写真については、結核健診の

実施者において保存する。 

(6) 検診実施機関は、肺がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助

言に従い、実施方法等の改善に努める。 

（7）検診実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、胸部エ

ックス線検査を実施する場合、以下の点を遵守する。 

ア 検診の実施に関し、事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技

師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを

明示した計画書（別紙３）を作成し、市町に提出する。なお、市町が自ら

検診を実施する場合には、当該計画書を自ら作成し、保存する。 

イ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 

ウ 胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 

エ 胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機

器の日常点検等の管理体制を整備する。 

オ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保

する。 

 

９ 肺がん部会の役割 
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(1) 部会の構成 

部会は、保健所、市町、医師会、日本肺癌学会、日本臨床細胞学会等に所

属する学識経験者等肺がん検診に係わる専門家及び診療放射線技師等感染症

予防法に規定する定期の健康診断等に係わる専門家によって構成する。 

(2) 部会の運営 

肺がん部会は、次の事項について審議し、その結果を知事に報告する。 

① 市町において実施した肺がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、エ

ックス線検査又はCT検査受診者中の高危険群所属率、原発性肺がん患者発

見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診

の実施方法等について検討する。 

② 特に、精密検査の結果肺がん又は肺がん疑と診断された症例については、

組織型、病期、治療の状況等の詳細について医療機関に問い合わせるなど

し、検診の効果や効率を評価する。 

③ 検診実施機関における精度管理の状況を把握するため、エックス線写真

等の良否、判定の結果、読影の体制等について評価し、今後における精度

管理のあり方について検討し、指導する。 

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診実施機関の実

地調査を行う。 

④ 検診実施機関（細胞診検査センター含む）における細胞診検査の精度の

向上を図るため、検体の抜き取り調査等により判定結果を評価し、並びに

細胞検査士、細胞診専門医等の人員及び検体の処理数、保存状況等につい

て評価し、今後における精度管理のあり方について検討し、指導する。 

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診の実施機関の

実地調査を行う。 

⑤  その他肺がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討し、関

係機関を指導する。 

 

10 がん検診における管理者の取扱いについて 

  なお、本指針における取扱いと併せて、医療法（昭和23年法律第205号） 

 第10条の規定により、がん検診の実施場所である病院又は診療所には、管理者

 として常勤の医師を置く必要があることに留意されたい。ただし、へき地や医

 師少数区域等の診療所又は専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所に

 おいて、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育

 児・介護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高

 い場合等においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められる。この

 場合、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすこと

 ができるようにすることが必要である（「診療所の管理者の常勤について（通

 知）」（令和元年９月19日付け医政総発0919第３号、医政地発0919第１号）参 

 照）。 
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（様式第３号）（診療情報提供書） 

          精密検査依頼書  

 

                        年  月  日 

 

 主 治 医 様 

 

  この方は肺がん検診の結果、要精検と判定されましたので、 

お願いします。 

 

 氏名         （男・女）   歳 

 

 住所                   

 

 検診 受 診 日              年  月  日 

   「要精検」と判定された検査 

         （胸部エックス線検査・胸部ＣＴ検査・喀痰細胞診） 

    判定結果 （Ｄ・Ｅ） ※下記参照 

    陰影部位 （右・左）（上・中・下）（肺野・肺門） 

      性状 （腫瘤影・湿潤影・その他      ） 

    喀痰細胞診結果（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・不明・未実施） 

    比較読影結果 

  

 

胸部ＣＴ検査による所見 
 
 
 

結果が判明しましたら、下記あて同封の「結果報告書」を御 
返送ください。 

 
           受託実施機関名 

           読 影 医 師 名                            印 

 

 

 

 

 

 前 年     ( )年 ２年前( )年 

 所 

 見 
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愛媛県精密検査実施医療機関等届出実施要領 

 

１ 目的  

  健康増進法に基づく健康増進事業として市町が実施するがん検診及び肝炎ウイルス検

診の精密検査の精度向上を図るため、精密検査実施医療機関又は医師を届出により公表

することとし、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法等 

（１）胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び子宮頸がん検診につい

ては精密検査実施医療機関を、肝炎ウイルス検診については精密検査実施医師を届

出により公表する。 

 （２）医療機関及び医師が届出をする場合は、各検診精密検査実施医療機関及び医師届

出書（以下「届出書」という。（様式第１～５号））を愛媛県生活習慣病予防協議会

（以下「協議会」という。）各部会長宛に毎年１月 31 日までに提出する。ただし、

届出書及びえひめ電子申請システム（手のひら県庁）を使用するときは、当該シス

テムへの記録をもって届出書の提出に代えることができる。 

 （３）協議会は、提出された届出書をとりまとめ、協議会各部会（以下「部会」という。）

において届出医療機関及び医師を、別記届出基準に基づき精査し名簿を作成する。 

 

３ 届出医療機関及び医師名簿の作成等 

 （１）協議会は、上記により作成した届出医療機関及び医師の名簿を、保健所、市町及

び検診団体に送付するほか、県ホームページに掲載することにより公表する。 

 （２）名簿については、医療機関名、診療科名、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ番

号を記載する。ただし、肝炎ウイルス検診精密検査実施医師については、医師名、

日本肝臓学会専門医及び日本消化器病学会専門医の資格も併せて記載する。 

 （３）届出医療機関は、届出内容に変更が生じた場合は、適宜、事務局へ届出（様式は 

   届出様式に準ずる。）るものとする。 

 

４ 届出の更新 

  届出の更新は、原則として年１回実施することとし、更新手続きは、届出手続きに準

じて行うものとする。 

 

５ 届出に係る事務 

  精密検査実施医療機関及び医師の届出に関する事務は、愛媛県保健福祉部健康衛生局

健康増進課において行う。 

 

６ その他 
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  この要領に定めるもののほか、各検診精密検査実施医療機関及び医師の届出に関して

必要な事項は、協議会で定める。 

 

附 則 

  この要領は、平成 15年２月７日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 15年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 16年 11月８日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 18年８月 31日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 19年８月 30日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 23年１月 31日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 26年 11月 11日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 27年 12月 21日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 29年 12月 13日から適用する。 

附 則 

  この要領は、平成 30年 12月 17日から適用する。 

附 則 

  この要領は、令和３年 12月１日から適用する。 

附 則 

  この要領は、令和５年 12月７日から適用する。 
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(別記) 

 

１ 胃がん検診精密検査医療機関届出基準 

  （１）精密検査として、上部消化管内視鏡検査あるいはＸ線透視検査が実施できること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う胃がん検診の精度管理の向上に

協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病

予防協議会消化器がん部会に報告されることについて了承すること。 

 （３）発見された胃がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(胃がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に胃がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

２ 大腸がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）精密検査として、全大腸が観察できること。精密検査の第一選択は全大腸内視鏡

検査とする。精密検査を全大腸内視鏡検査で行うことが困難な場合においては、Ｓ

状結腸内視鏡検査及び注腸エックス線検査（二重造影法）の併用による精密検査を

実施する。ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス

線検査の専門家により実施すること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う大腸がん検診の精度管理の向上

に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣

病予防協議会消化器がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された大腸がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力する

とともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(大腸がん予防対策講習会)を受講す

ること。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に大腸がん検診に関する学術情報や知見

を得るよう努めていること。 

 

３ 肺がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）①または②のいずれかに該当すること。 

① 精密検査として、気管支鏡検査及び高分解能ＣＴ検査が実施できること。 

② （一社）日本呼吸器学会専門医あるいは呼吸器外科専門医合同委員会認定専門医

がいること。 
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 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う肺がん検診の精度管理の向上に

協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病

予防協議会肺がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された肺がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(肺がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に肺がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

４ 乳がん検診精密検査医療機関届出基準 

 （１）精密検査として、要精検者に対して下記の検査および診断が行われる施設とする。 

    ①問診／視触診 

    ②マンモグラフィ 

    ③乳房超音波検査 

    ④画像誘導下生検 

   ただし、④については、細胞診・組織診ができる施設との連携ができる場合も条件

を満たすものとする。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又

は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の乳がん検診の精度管理の向上に協力

すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習慣病予防

協議会乳がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された乳がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(乳がん予防対策講習会)を受講する

こと。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に乳がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 

 

５ 子宮頸がん検診精密検査医療機関届出基準 

（１）日本産科婦人科学会の専門医が１名以上勤務していること。（常勤・非常勤は問わ

ない。） 

（２）コルポスコープが設置され、コルポスコープに習得した医師が行うこと。 

（３）細胞診及び精密検査としてコルポスコープによる狙い組織診が実施可能であるこ

と。 

（４）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町又
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は検診受託機関へ速やかに返送するなど市町の行う子宮頸がん検診の精度管理の向

上に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習

慣病予防協議会子宮がん部会に報告されることについて了承すること。 

（５）発見された子宮頸がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力す

るとともにがん登録を適切に行うこと。 

（６）担当医が、愛媛県生活習慣病予防対策講習会(子宮がん予防対策講習会)を受講す

ること。 

（７）各種の関連学会等への参加を通じて、常に子宮がん検診に関する学術情報や知見

を得るよう努めていること。 

 

６ 肝炎ウイルス検診精密検査実施医師届出基準 

 （１）(一社)日本肝臓学会専門医あるいは(一財)日本消化器病学会専門医であること。 

 （２）精密検査の結果は、精密検査結果報告書の所定記載事項に結果を記入し、市町（検

診受託機関）へ速やかに返送するなど市町の行う肝炎ウイルス検診の精度管理の向

上に協力すること。また、精密検査の結果については、必要に応じて愛媛県生活習

慣病予防協議会肝がん部会に報告されることについて了承すること。 

（３）発見された肝がんに関して、部会等が実施する事後調査等に積極的に協力すると

ともにがん登録を適切に行うこと。 

 （４）愛媛県生活習慣病予防対策講習会(肝がん予防対策講習会)を受講すること。 

 （５）各種の関連学会等への参加を通じて、常に肝がん検診に関する学術情報や知見を

得るよう努めていること。 
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